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鎌倉市開発事業における手続及び基準等に関する条例施行規則の一部を改正する規則新旧対照表 

 

改正前 改正後 

○鎌倉市開発事業における手続及び基準等に関する条例施行規則 ○鎌倉市開発事業における手続及び基準等に関する条例施行規則 

平成15年２月７日規則第18号 平成15年２月７日規則第18号 

（趣旨） （趣旨） 

第１条 この規則は、鎌倉市開発事業における手続及び基準等に関する条例

（平成14年９月条例第５号。以下「条例」という。）の施行に関し必要な

事項を定めるものとする。 

第１条 この規則は、鎌倉市開発事業における手続及び基準等に関する条例

（平成14年９月条例第５号。以下「条例」という。）の施行に関し必要な

事項を定めるものとする。 

（再開発型開発行為） （再開発型開発行為） 

第２条 条例第２条第２項第１号の規則で定める行為は、次の各号の要件を

満たす開発行為とする。 

第２条 条例第２条第２項第１号の規則で定める行為は、次の各号の要件を

満たす開発行為とする。 

(１) 従来の敷地における区画の分割又は統合が、塀、垣、柵等が設置さ

れ、又は既存の建築物若しくは塀、垣、柵等が除却されることのみによ

り行われるものであること。 

(１) 従来の敷地における区画の分割又は統合が、塀、垣、柵等が設置さ

れ、又は既存の建築物若しくは塀、垣、柵等が除却されることのみによ

り行われるものであること。 

(２) 都市計画法（昭和43年法律第100号。以下「法」という。）、都市計

画法施行令（昭和44年政令第158号）、条例等の規定に基づく当該開発事

業における公共施設（道路、公園、緑地、広場及び排水施設に限る。）

の設置、拡幅整備、用途廃止又は付替えの必要がいずれも生じないもの

であること。 

(２) 都市計画法（昭和43年法律第100号。以下「法」という。）、都市計

画法施行令（昭和44年政令第158号）、条例等の規定に基づく当該開発事

業における公共施設（道路、公園、緑地、広場及び排水施設に限る。）

の設置、拡幅整備、用途廃止又は付替えの必要がいずれも生じないもの

であること。 

（特定用途建築物） （特定用途建築物） 

第２条の２ 条例第２条第２項第15号の規則で定める建築物は、駐車場法施

行令（昭和32年政令第340号）第18条に規定する特定用途に供する部分のあ

る建築物その他これに類する建築物とする。ただし、当該建築物のうち、

公共公益性が高いと市長が認めるものについては、この限りでない。 

第２条の２ 条例第２条第２項第15号の規則で定める建築物は、駐車場法施

行令（昭和32年政令第340号）第18条に規定する特定用途に供する部分のあ

る建築物その他これに類する建築物とする。ただし、当該建築物のうち、

共同住宅及び公共公益性が高いと市長が認めるものについては、この限り

でない。 

 （公益上必要な建築物） 

 第２条の３ 条例第２条第２項第18号の規則で定める建築物は、次に掲げる

ものとする。 
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改正前 改正後 

 (１) 学校教育法（昭和22年法律第26号）第１条に規定する学校（大学及

び高等専門学校を除く。） 

 (２) 児童福祉法（昭和22年法律第164号）第６条の３第２項に規定する放

課後児童健全育成事業の用に供する建築物、同法第39条第１項に規定す

る保育所、同法第40条に規定する児童厚生施設、同法第41条に規定する

児童養護施設、同法第42条に規定する障害児入所施設及び同法第44条の

２に規定する児童家庭支援センター 

 (３) 医療法（昭和23年法律第205号）第１条の５第２項に規定する診療所

及び同法第２条第１項に規定する助産所 

 (４) 介護保険法（平成９年法律第123号）第８条第15項に規定する定期巡

回・随時対応型訪問介護看護の用に供する建築物、同条第19項に規定す

る小規模多機能型居宅介護の用に供する建築物、同条第20項に規定する

認知症対応型共同生活介護の用に供する建築物、同条第22項に規定する

地域密着型介護老人福祉施設、同条第23項に規定する複合型サービスの

用に供する建築物、同法第８条の２第14項に規定する介護予防小規模多

機能型居宅介護の用に供する建築物及び同条第15項に規定する介護予防

認知症対応型共同生活介護の用に供する建築物 

 （５） 地域拠点校（鎌倉市公共施設再編計画に基づき各行政地域内に１校

設置される地域拠点校をいう。） 

（土地所有者、申請者等の条件） （土地所有者、申請者等の条件） 

第２条の３ 条例第４条第３項第１号の規則で定める条件は、次に掲げるも

のとする。 

第２条の４ 条例第４条第４項第１号の規則で定める条件は、次に掲げるも

のとする。 

(１) 一方の開発事業に関する土地所有者、申請者又はこれらの代理人並

びに工事施工者又は設計者（法人の場合にあっては、その代表者又は役

員を含む。以下「開発事業に関する土地所有者等」という。）が、他方

の開発事業に関する土地所有者等であること。 

(１) 一方の開発事業に関する土地所有者、申請者又はこれらの代理人並

びに工事施工者又は設計者（法人の場合にあっては、その代表者又は役

員を含む。以下「開発事業に関する土地所有者等」という。）が、他方

の開発事業に関する土地所有者等であること。 

(２) 一方の開発事業に関する土地所有者等の配偶者又は２親等内の血族

が、他方の開発事業に関する土地所有者等であること（それぞれの開発

(２) 一方の開発事業に関する土地所有者等の配偶者又は２親等内の血族

が、他方の開発事業に関する土地所有者等であること（それぞれの開発
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改正前 改正後 

事業に関する土地所有者が、同一人からの相続により当該それぞれの開

発事業に係る土地の所有権を取得した者である場合を除く。）。 

事業に関する土地所有者が、同一人からの相続により当該それぞれの開

発事業に係る土地の所有権を取得した者である場合を除く。）。 

（道路を設置する場合の事業区域） （道路を設置する場合の事業区域） 

第２条の４ 条例第４条の２第４号の市長が特に必要と認める土地で、規則

で定めるものは、次に掲げるものとする。 

第２条の５ 条例第４条の２第４号の市長が特に必要と認める土地で、規則

で定めるものは、次に掲げるものとする。 

(１) がけ地、川、線路敷地その他これらに類するもの (１) がけ地、川、線路敷地その他これらに類するもの 

(２) 学校、公園その他これらに類する公益上必要な施設 (２) 学校、公園その他これらに類する公益上必要な施設 

（公共交通機関の利用促進のための空地の確保） （公共交通機関の利用促進のための空地の確保） 

第３条 条例第８条の規定により確保する空地は、バス等を利用しようとす

る者その他の歩行者が歩道を通行するときに支障が生じることのないよう

にするため、歩道の幅員を含めて3.5メートル以上とする。 

第３条 条例第８条の規定により確保する空地は、バス等を利用しようとす

る者その他の歩行者が歩道を通行するときに支障が生じることのないよう

にするため、歩道の幅員を含めて3.5メートル以上とする。 

（住宅等の販売等における配慮） （住宅等の販売等における配慮） 

第４条 条例第11条の規則で定める市内に所在する史跡等は、次に掲げるも

のとする。 

第４条 条例第11条の規則で定める市内に所在する史跡等は、次に掲げるも

のとする。 

(１) 文化財保護法（昭和25年法律第214号）第109条第１項の規定により

指定された史跡又は名勝 

(１) 文化財保護法（昭和25年法律第214号）第109条第１項の規定により

指定された史跡又は名勝 

(２) 神奈川県文化財保護条例（昭和30年神奈川県条例第13号）第31条第

１項の規定により指定された神奈川県指定史跡又は神奈川県指定名勝 

(２) 神奈川県文化財保護条例（昭和30年神奈川県条例第13号）第31条第

１項の規定により指定された神奈川県指定史跡又は神奈川県指定名勝 

(３) 鎌倉市文化財保護条例（平成17年３月条例第13号）第41条第１項の

規定により指定された鎌倉市指定史跡又は鎌倉市指定名勝 

(３) 鎌倉市文化財保護条例（平成17年３月条例第13号）第41条第１項の

規定により指定された鎌倉市指定史跡又は鎌倉市指定名勝 

２ 条例第11条の規則で定める事項は、次に定めるとおりとする。 ２ 条例第11条の規則で定める事項は、次に定めるとおりとする。 

(１) 市内の町名又は字名を用いる場合にあっては、当該事業区域に係る

町名又は字名から逸脱した名称は用いないこと。 

(１) 市内の町名又は字名を用いる場合にあっては、当該事業区域に係る

町名又は字名から逸脱した名称は用いないこと。 

(２) 市内に所在する共同住宅の名称と類似した名称は用いないこと。 (２) 市内に所在する共同住宅の名称と類似した名称は用いないこと。 

(３) 次に掲げる事項を当該住宅等を購入しようとする者に周知するこ

と。 

(３) 次に掲げる事項を当該住宅等を購入しようとする者に周知するこ

と。 

ア 当該事業区域内に、当該開発事業者又は当該住宅に入居した者が継

続して良好に維持管理すべき公共公益施設として雨水流出を抑制する

ア 当該事業区域内に、当該開発事業者又は当該住宅に入居した者が継

続して良好に維持管理すべき公共公益施設として雨水流出を抑制する
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改正前 改正後 

ための施設、時間調整槽、汚水に係る処理施設、防火水槽、ごみの集

積施設、防災資機材倉庫、集会所、まちづくり空地等が設置されてい

ること。 

ための施設、時間調整槽、汚水に係る処理施設、防火水槽、ごみの集

積施設、防災資機材倉庫、集会所、まちづくり空地等が設置されてい

ること。 

イ 当該開発事業による区画を分割しないように努めること。 イ 当該開発事業による区画を分割しないように努めること。 

ウ 中高層建築物における消防活動のための空地並びに進入路の位置及

び形態の確保に努めること。 

ウ 中高層建築物における消防活動のための空地並びに進入路の位置及

び形態の確保に努めること。 

エ 当該事業区域において建築協定又は緑地協定（都市緑地法（昭和48

年法律第72号）第45条第１項又は第54条第１項に規定する緑地協定を

いう。以下同じ。）がある場合は、その主な内容に関すること。 

エ 当該事業区域において建築協定又は緑地協定（都市緑地法（昭和48

年法律第72号）第45条第１項又は第54条第１項に規定する緑地協定を

いう。以下同じ。）がある場合は、その主な内容に関すること。 

（津波浸水予想区域）  

第４条の２ 条例第11条の２に規定する津波浸水予想区域は、別に定めるも

のとする。 

【削除】 

（事前相談） （事前相談） 

第５条 条例第13条の規定により事前相談（以下「事前相談」という。）を

しようとする者は、事前相談申出書（第１号様式）に次に掲げる図書のう

ち市長が必要と認めるものを添付して市長に提出しなければならない。 

第５条 条例第13条第１項の規定により事前相談（以下「事前相談」という。）

をしようとする者は、事前相談申出書（第１号様式）に次に掲げる図書の

うち市長が必要と認めるものを添付して市長に提出しなければならない。 

(１) 案内図 (１) 案内図 

(２) 事業区域求積図 (２) 事業区域求積図 

(３) 現況図 (３) 現況図 

(４) 公図の写し (４) 公図の写し 

(５) 土地利用計画図 (５) 土地利用計画図 

(６) 排水施設計画平面図 (６) 排水施設計画平面図 

(７) 造成計画平面図 (７) 造成計画平面図 

(８) 造成計画断面図 (８) 造成計画断面図 

(９) 建築物の概要書 (９) 建築物の概要書 

(10) 建築物の平面図 (10) 建築物の平面図 

(11) 建築物の立面図 (11) 建築物の立面図 

(12) 事業区域周辺図 (12) 事業区域周辺図 
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(13) 実日影図 (13) 実日影図 

(14) 土地の登記事項証明書の写し (14) 土地の登記事項証明書の写し 

(15) 土地所有者等の同意書 (15) 土地所有者等の同意書 

(16) 道路査定図の写し (16) 道路査定図の写し 

(17) 委任状 (17) 委任状 

(18) その他市長が必要と認める図書 (18) その他市長が必要と認める図書 

２ 事前相談は、別に市長が指示する課等に対し行うものとする。 ２ 事前相談は、別に市長が指示する課等に対し行うものとする。 

３ 開発事業者が条例第15条に規定する事前相談報告書（以下「事前相談報

告書」という。）の提出の日から起算して３年を経過する日までの間に条

例第24条の規定による開発事業の申請を行わないときは、当該事前相談は

行われなかったものとみなす。 

３ 開発事業者が条例第15条に規定する事前相談報告書（以下「事前相談報

告書」という。）の提出の日から起算して３年を経過する日までの間に条

例第24条の規定による開発事業の申請を行わないときは、当該事前相談は

行われなかったものとみなす。 

 （標識の設置） 

 第５条の２ 条例第13条第２項に規定する標識（以下「標識」という。）の

設置の指示は、標識設置指示書（第２号様式）により行うものとする。 

 ２ 条例第13条第２項の規定による標識の設置は、次に定めるところにより

行うものとする。 

 (１) 標識は、計画概要（第３号様式）及び計画図（第４号様式）を併せ

て１基として作製すること。 

 (２) 次の事業区域の規模の区分に応じ、それぞれ次に定める数以上の標

識を設置すること。 

 ア 5,000平方メートル未満 １基 

 イ 5,000平方メートル以上30,000平方メートル未満 ２基 

 ウ 30,000平方メートル以上 ３基 

 (３) 標識は、風雨等により容易に破損し、又は記載若しくは掲示（以下

「記載等」という。）した内容が不鮮明にならないよう適切な方法によ

り設置すること。 

 (４) 標識は、標識設置指示書の指示内容のとおり設置すること。 

 ３ 開発事業者は、条例第13条第２項の規定により設置した標識に記載等を
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した内容の変更が生じたときは、速やかに当該記載等の内容を変更しなけ

ればならない。 

 ４ 条例第13条第３項の規定による標識の設置に関する届書の提出は、標識

設置届書（第５号様式）により行うものとする。 

（事前相談報告書の提出） （事前相談報告書の提出） 

第６条 事前相談報告書の提出は、事前相談報告書（第２号様式）により行

うものとする。 

第６条 事前相談報告書の提出は、事前相談報告書（第６号様式）により行

うものとする。 

（標識の設置）  

第７条 条例第16条に規定する標識（以下「標識」という。）の設置の指示

は、標識設置指示書（第４号様式）により行うものとする。 

第７条 削除 

２ 条例第16条第１項の規定による標識の設置は、次に定めるところにより

行うものとする。 

 

(１) 標識は、計画概要（第５号様式）及び計画図（第６号様式）を併せ

て１基として作製すること。 

 

(２) 次の事業区域の規模の区分に応じ、それぞれ次に定める数以上の標

識を設置すること。 

 

ア 5,000平方メートル未満 １基  

イ 5,000平方メートル以上30,000平方メートル未満 ２基  

ウ 30,000平方メートル以上 ３基  

(３) 標識は、風雨等により容易に破損し、又は記載若しくは掲示（以下

「記載等」という。）した内容が不鮮明にならないよう適切な方法によ

り設置すること。 

 

(４) 標識は、標識設置指示書の指示内容のとおり設置すること。  

３ 開発事業者は、条例第16条の規定により設置した標識に記載等をした内

容の変更が生じたときは、速やかに当該記載等の内容を変更しなければな

らない。 

 

４ 条例第16条第２項の規定による標識の設置に関する届書の提出は、標識

設置届書（第７号様式）により行うものとする。 
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（近隣住民等への説明） （近隣住民等への説明） 

第８条 条例第17条第１項の規定による近隣住民への説明は、直接本人に対

し誠意をもって行うものとする。ただし、やむを得ない理由があるときは、

書面等の配付その他の確実な方法により本人に対する説明に代えることが

できる。 

第８条 条例第17条第１項の規定による近隣住民への説明は、直接本人に対

し誠意をもって行うものとする。ただし、やむを得ない理由があるときは、

書面等の配付その他の確実な方法により本人に対する説明に代えることが

できる。 

２ 条例第17条第１項の規則で定める事項は、次に掲げるものとする。 ２ 条例第17条第１項の規則で定める事項は、次に掲げるものとする。 

(１) 開発事業における土地利用計画 (１) 開発事業における土地利用計画 

(２) 事業区域周辺の安全対策 (２) 事業区域周辺の安全対策 

(３) 建築物の建築を目的とする開発事業にあっては、当該建築物（当該

建築物に附属する看板、広告塔その他これらに類する工作物を含む。）

による日照に及ぼす影響 

(３) 建築物の建築を目的とする開発事業にあっては、当該建築物（当該

建築物に附属する看板、広告塔その他これらに類する工作物を含む。）

による日照に及ぼす影響 

(４) 建築物の建築を目的とする開発事業にあっては、当該建築物により

生じるテレビジョン放送の電波の受信障害についての対策 

(４) 建築物の建築を目的とする開発事業にあっては、当該建築物により

生じるテレビジョン放送の電波の受信障害についての対策 

(５) 店舗等の不特定多数の者が利用する建築物の建築を目的とする開発

事業にあっては、当該建築物の利用に関する事項 

(５) 店舗等の不特定多数の者が利用する建築物の建築を目的とする開発

事業にあっては、当該建築物の利用に関する事項 

 (６) 条例第２条第２項第16号に規定する特定土地利用に係る開発事業に

あっては、当該施設の利用に関する事項 

(６) その他特別に配慮した事項 (７) その他特別に配慮した事項 

（近隣住民説明実施報告書の提出） （近隣住民説明実施報告書の提出） 

第９条 条例第18条の規定による近隣住民への説明の状況を記載した報告書

の提出は、条例第21条の規定による計画公開等結果報告書を提出する前に、

近隣住民説明実施報告書（第３号様式）により行うものとする。 

第９条 条例第18条の規定による近隣住民への説明の状況を記載した報告書

の提出は、条例第21条の規定による計画公開等結果報告書を提出する前に、

近隣住民説明実施報告書（第７号様式）により行うものとする。 

２ 開発事業者は、前項の規定による報告書の提出を行おうとするときは、

当該報告書の内容について、当該近隣住民に確認しなければならない。 

２ 開発事業者は、前項の規定による報告書の提出を行おうとするときは、

当該報告書の内容について、当該近隣住民に確認しなければならない。 

（周辺住民等への説明） （周辺住民等への説明） 

第10条 周辺住民又は関係住民が開発事業者に対し当該開発事業の計画につ

いて説明を求めるときは、標識の設置された日の翌日から７日（鎌倉市の

休日を定める条例（平成元年９月条例第４号。以下「休日条例」という。）

第10条 周辺住民又は関係住民が開発事業者に対し当該開発事業の計画につ

いて説明を求めるときは、標識の設置された日の翌日から、条例第18条の

規定による近隣住民説明実施報告書が提出された日から７日以内の日まで
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第１条第１項に規定する休日を除く。）以内に行うものとする。 に行うものとする。 

２ 条例第20条の規定による周辺住民等への説明は、次に定めるところによ

り行うものとする。 

２ 条例第20条の規定による周辺住民等への説明は、次に定めるところによ

り行うものとする。 

(１) 説明会を開催する場合にあっては、当該説明会を開催する日の５日

前までに、当該説明会の開催日時、場所等を標識に記載又は掲示するこ

と。 

(１) 説明会を開催する場合にあっては、当該説明会を開催する日の５日

前までに、当該説明会の開催日時、場所等を標識に記載又は掲示するこ

と。 

(２) 前号の開催日時、場所等の設定が適切なものであること。 (２) 前号の開催日時、場所等の設定が適切なものであること。 

３ 条例第20条の規定により周辺住民等への説明を行う開発事業者は、その

旨を市長に遅滞なく通知しなければならない。 

３ 条例第20条の規定により周辺住民等への説明を行う開発事業者は、その

旨を市長に遅滞なく通知しなければならない。 

（計画公開等結果報告書の提出） （計画公開等結果報告書の提出） 

第11条 条例第21条の規定による計画公開等結果報告書の提出は、条例第18

条の規定による近隣住民説明実施報告書を提出した後に、計画公開等結果

報告書（第８号様式）により行うものとする。 

第11条 条例第21条の規定による計画公開等結果報告書の提出は、条例第18

条の規定による近隣住民説明実施報告書を提出した後に、計画公開等結果

報告書（第８号様式）により行うものとする。 

２ 開発事業者は、条例第21条の規定による説明を行った場合において、前

項の規定による報告書の提出を行おうとするときは、当該報告書の内容に

ついて、当該説明を求めた者に確認しなければならない。 

２ 開発事業者は、条例第21条の規定による説明を行った場合において、前

項の規定による報告書の提出を行おうとするときは、当該報告書の内容に

ついて、当該説明を求めた者に確認しなければならない。 

（計画公開等結果報告書の閲覧） （計画公開等結果報告書の閲覧） 

第12条 計画公開等結果報告書の提出があったときは、市長は、その旨及び

計画公開等結果報告書の閲覧についての事項を公告するものとする。 

第12条 計画公開等結果報告書の提出があったときは、市長は、その旨及び

計画公開等結果報告書の閲覧についての事項を公告するものとする。 

２ 条例第22条の規定による計画公開等結果報告書の閲覧は、市長が指定す

る場所において、前項に規定する公告をした日の翌日から７日間（休日条

例第１条第１項に規定する休日を除く。）行うものとする。 

２ 条例第22条の規定による計画公開等結果報告書の閲覧は、市長が指定す

る場所において、前項に規定する公告をした日の翌日から７日間（鎌倉市

の休日を定める条例（平成元年９月条例第４号）第１条第１項に規定する

休日を除く。）行うものとする。 

（計画公開等結果報告書の確認の通知） （計画公開等結果報告書の確認の通知） 

第13条 条例第23条の規定による計画公開等結果報告書の確認の通知は、計

画公開等結果確認通知書（第９号様式）により行うものとする。 

第13条 条例第23条の規定による計画公開等結果報告書の確認の通知は、計

画公開等結果確認通知書（第９号様式）により行うものとする。 

（市長との協議） （市長との協議） 

第13条の２ 条例第23条の２の規定により市長と協議をしようとする者は、第13条の２ 条例第23条の２の規定により市長と協議をしようとする者は、
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開発事業協議申出書（第９号様式の２）に市長が必要と認める図書を添付

して市長に提出しなければならない。 

開発事業協議申出書（第10号様式）に市長が必要と認める図書を添付して

市長に提出しなければならない。 

（開発事業適合審査の申請） （開発事業適合審査の申請） 

第14条 条例第24条の規定により開発事業の計画についての適合審査の申請

（以下「開発事業の申請」という。）をしようとする者は、開発事業適合

審査申請書（第10号様式）に第５条第１項に掲げる図書のうち市長が必要

と認めるものを添付して市長に提出するものとする。 

第14条 条例第24条の規定により開発事業の計画についての適合審査の申請

（以下「開発事業の申請」という。）をしようとする者は、開発事業適合

審査申請書（第11号様式）に第５条第１項に掲げる図書のうち市長が必要

と認めるものを添付して市長に提出するものとする。 

（開発基準適合確認通知書等） （開発基準適合確認通知書等） 

第15条 条例第26条第１項に規定する開発基準適合確認通知書及び開発事業

計画補正措置命令書並びに同条第２項に規定する開発基準不適合通知書

は、それぞれ開発基準適合確認通知書（第11号様式）、開発事業計画補正

措置命令書（第12号様式）及び開発基準不適合通知書（第13号様式）とす

る。 

第15条 条例第26条第１項に規定する開発基準適合確認通知書及び開発事業

計画補正措置命令書並びに同条第２項に規定する開発基準不適合通知書

は、それぞれ開発基準適合確認通知書（第12号様式）、開発事業計画補正

措置命令書（第13号様式）及び開発基準不適合通知書（第14号様式）とす

る。 

（開発基準適合確認通知書等の閲覧） （開発基準適合確認通知書等の閲覧） 

第16条 条例第26条第２項の規定により開発基準適合確認通知書又は開発基

準不適合通知書の交付をしたときは、市長は、その旨及びこれらの通知書

の閲覧についての事項を公告するものとする。 

第16条 条例第26条第２項の規定により開発基準適合確認通知書又は開発基

準不適合通知書の交付をしたときは、市長は、その旨及びこれらの通知書

の閲覧についての事項を公告するものとする。 

２ 条例第26条第３項の規定による開発基準適合確認通知書及び開発基準不

適合通知書の閲覧は、市長が指定する場所において、当該開発基準適合確

認通知書又は当該開発基準不適合通知書を前項に規定する公告をした日の

翌日から14日間行うものとする。 

２ 条例第26条第３項の規定による開発基準適合確認通知書及び開発基準不

適合通知書の閲覧は、市長が指定する場所において、当該開発基準適合確

認通知書又は当該開発基準不適合通知書を前項に規定する公告をした日の

翌日から14日間行うものとする。 

第17条 削除 第17条 削除 

（協定内容の変更） （協定内容の変更） 

第18条 条例第28条第２項の規定により準用する同条第１項の規定により締

結した協定の内容を変更しようとする開発事業者は、開発事業変更協議申

出書（第15号様式）に市長が必要と認める図書を添付して市長に提出しな

ければならない。 

第18条 条例第28条第２項の規定により準用する同条第１項の規定により締

結した協定の内容を変更しようとする開発事業者は、開発事業変更協議申

出書（第15号様式）に市長が必要と認める図書を添付して市長に提出しな

ければならない。 

（軽微な変更） （軽微な変更） 
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第19条 条例第28条第２項並びに条例第29条第１項ただし書及び同条第２項

ただし書の規則で定める軽微な変更は、次に掲げるものとする。 

第19条 条例第28条第２項並びに条例第29条第１項ただし書及び同条第２項

ただし書の規則で定める軽微な変更は、次に掲げるものとする。 

(１) 前条の規定に基づく協議の結果、協定の締結を要しないと判断され

たもの 

(１) 前条の規定に基づく協議の結果、協定の締結を要しないと判断され

たもの 

(２) 設計者の変更 (２) 設計者の変更 

(３) 設計者の氏名若しくは名称又は住所若しくは所在地の変更 (３) 設計者の氏名若しくは名称又は住所若しくは所在地の変更 

(４) 工事の着手又は完了に係る予定日の変更 (４) 工事の着手又は完了に係る予定日の変更 

(５) その他前各号に掲げるものと同程度と市長が認めるもの (５) その他前各号に掲げるものと同程度と市長が認めるもの 

（開発基準適合確認通知書の交付後の開発事業の変更） （開発基準適合確認通知書の交付後の開発事業の変更） 

第20条 条例第29条第２項の規定により開発基準適合確認通知書の交付がさ

れた後の開発事業の計画の変更は、開発事業変更申請書（第16号様式）を

提出することにより行うものとする。 

第20条 条例第29条第２項の規定により開発基準適合確認通知書の交付がさ

れた後の開発事業の計画の変更は、開発事業変更申請書（第16号様式）を

提出することにより行うものとする。 

２ 条例第29条第２項に規定する開発基準適合再確認通知書は、開発基準適

合再確認通知書（第17号様式）とする。 

２ 条例第29条第２項に規定する開発基準適合再確認通知書は、開発基準適

合再確認通知書（第17号様式）とする。 

（緑化等） （緑化等） 

第21条 条例第31条第１項の緑化等は、次に定めるところにより行うものと

する。 

第21条 条例第31条第１項の緑化等は、次に定めるところにより行うものと

する。 

(１) 植栽等をする場合にあっては、将来において高木、中木、低木、地

被植物等が一体となって良好な環境を形成するものとすること。 

(１) 植栽等をする場合にあっては、将来において高木、中木、低木、地

被植物等が一体となって良好な環境を形成するものとすること。 

(２) 接道緑化は、特に緑視効果を高める配植をすること。 (２) 接道緑化は、特に緑視効果を高める配植をすること。 

(３) 植栽する樹木の樹種及び配置は、既存の植生、周辺緑地の植生、自

然的条件、地域の特色、建物用途、隣接地の状況等を考慮したものとす

ること。 

(３) 植栽する樹木の樹種及び配置は、既存の植生、周辺緑地の植生、自

然的条件、地域の特色、建物用途、隣接地の状況等を考慮したものとす

ること。 

(４) 緑化地（条例別表第４備考１に規定する緑化地をいう。以下同じ。）

には、土壌改良（客土を含む。以下同じ。）を施すこと。ただし、事業

区域内の良質な表土を利用したときは、この限りでない。 

(４) 緑化地（条例別表第４備考１に規定する緑化地をいう。以下同じ。）

には、土壌改良（客土を含む。以下同じ。）を施すこと。ただし、事業

区域内の良質な表土を利用したときは、この限りでない。 

(５) 次の表に定めるところを標準として植栽を行うこと。 (５) 次の表に定めるところを標準として植栽を行うこと。 

 地域等 生け垣 植栽の数（緑化地の面積10平方  地域等 生け垣 植栽の数（緑化地の面積10平方 
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メートル当たり） メートル当たり） 

 風致地区内 敷地の２方向以上に

設置することとし、原

則として１方向以上

を接道部分に設置す

ること。 

高木１本、中木２本及び１平方

メートルを覆う低木の本数 

  戸建住宅 原則として接道部分

に設置すること。 

高木0.5本、中木１本及び0.5

平方メートルを覆う低木の本

数 

 

 風致

地区

外 

戸建住宅 原則として接道部分

に設置すること。 

高木0.5本、中木１本及び0.5

平方メートルを覆う低木の本

数 

  戸建住宅以外  高木１本、中木２本及び１平方

メートルを覆う低木の本数 

 

 戸建住宅

以外 

 高木１本、中木２本及び５平方

メートルを覆う低木の本数 

       

備考 備考 

１ 生け垣は、樹木を列状に植え並べ、竹、丸太等を補助材料とした

垣根で、樹高が概ね1.5メートルの樹木を１メートル当たり２本以上

植栽するものとする。 

１ 生け垣は、樹木を列状に植え並べ、竹、丸太等を補助材料とした

垣根で、樹高が概ね1.5メートルの樹木を１メートル当たり２本以上

植栽するものとする。 

２ 高木、中木及び低木とは、植栽時の樹高が、それぞれ3.0メートル

以上、1.5メートル以上3.0メートル未満及び0.3メートル以上1.5メ

ートル未満のものをいう。以下同じ。 

２ 高木、中木及び低木とは、植栽時の樹高が、それぞれ3.0メートル

以上、1.5メートル以上3.0メートル未満及び0.3メートル以上1.5メ

ートル未満のものをいう。以下同じ。 

３ 高木及び中木には、支柱を施すものとする。 ３ 高木及び中木には、支柱を施すものとする。 

４ 既存の低木（事業区域内に存する健全な低木をいう。備考５にお

いて同じ。）を活用する場合は、その樹冠の投影面積の合計を必要

な低木の植栽面積から控除できるものとする。 

４ 既存の低木（事業区域内に存する健全な低木をいう。備考５にお

いて同じ。）を活用する場合は、その樹冠の投影面積の合計を必要

な低木の植栽面積から控除できるものとする。 

５ 低木（備考４の規定により既存の低木を活用する場合は、当該低

木を除く。）の本数は、１平方メートル当たり、樹種及び植栽時の

形状寸法に応じ、４本から９本までとする。 

５ 低木（備考４の規定により既存の低木を活用する場合は、当該低

木を除く。）の本数は、１平方メートル当たり、樹種及び植栽時の

形状寸法に応じ、４本から９本までとする。 

６ 高木又は中木の本数には、生け垣として植栽する樹木は含まない

ものとする。 

６ 高木又は中木の本数には、生け垣として植栽する樹木は含まない

ものとする。 

２ 緑化率及び接道緑化率の算定は、次の表の左欄の区分に応じ、それぞれ２ 緑化率及び接道緑化率の算定は、次の表の左欄の区分に応じ、それぞれ
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に定める面積又は距離を合算して行うものとする。 に定める面積又は距離を合算して行うものとする。 

 区分 緑化率の算定に係る面積 接道緑化率の算定に係る

距離 

  区分 緑化率の算定に係る面積 接道緑化率の算定に係る

距離 

 

 独立している樹

木 

樹冠の投影面積 樹木の枝張りの長さ（実

延長距離と高木について

は2.5メートル、中木につ

いては1.5メートル及び

低木については0.45メー

トルのうち長い方の距

離） 

  独立している樹

木 

樹冠の投影面積 樹木の枝張りの長さ（実

延長距離と高木について

は2.5メートル、中木につ

いては1.5メートル及び

低木については0.45メー

トルのうち長い方の距

離） 

 

 複数の樹木の樹

冠が接している

場合又は一団の

樹林地となって

いる場合の樹木 

外側に植栽された樹木の

樹冠を直線で結んだ線に

より囲まれた部分の面積 

樹冠の投影延長   複数の樹木の樹

冠が接している

場合又は一団の

樹林地となって

いる場合の樹木 

外側に植栽された樹木の

樹冠を直線で結んだ線に

より囲まれた部分の面積 

樹冠の投影延長  

 生け垣 生け垣の幅（実寸及び0.4

メートルのうち長い方の

距離とする。）に延長距

離を乗じて得た面積 

生け垣延長   生け垣 生け垣の幅（実寸及び0.4

メートルのうち長い方の

距離とする。）に延長距

離を乗じて得た面積 

生け垣延長  

 地被植物 地被植物（一年草を除

く。）により表面を被覆

した面積 

（算定の対象としない）   地被植物 地被植物（一年草を除

く。）により表面を被覆

した面積 

（算定の対象としない）  

 屋上緑化による

緑化地 

特に市長が認めた備考２

に規定する屋上緑化が施

された区画の面積 

（算定の対象としない）   屋上緑化による

緑化地 

特に市長が認めた備考２

に規定する屋上緑化が施

された区画の面積 

（算定の対象としない）  

備考 備考 

１ 風致地区外における開発事業に係る戸建住宅の敷地にあっては、土

壌改良がされる土地及び事業区域内の良質な表土の利用がされる土地

１ 風致地区外における開発事業に係る戸建住宅の敷地にあっては、土

壌改良がされる土地及び事業区域内の良質な表土の利用がされる土地



13/46 

改正前 改正後 

については地被植物によりその土地の表面が被覆されるものとみな

す。 

については地被植物によりその土地の表面が被覆されるものとみな

す。 

２ 屋上緑化とは、原則として商業地域又は近隣商業地域内の建築物の

屋上部分において、樹木等を育成させるための必要な土等の植栽基盤

を設け、樹木等を植栽することをいう。 

２ 屋上緑化とは、原則として商業地域又は近隣商業地域内の建築物の

屋上部分において、樹木等を育成させるための必要な土等の植栽基盤

を設け、樹木等を植栽することをいう。 

 ３ 建築物の庇等の下部は緑化面積として算定できない。ただし、商業

地域又は近隣商業地域においては、庇、ピロティ等の先端から１メー

トル以内の部分は算定できるものとする。 

 ４ 既存の樹木を保全する場合は、緑化率の算定に係る面積について、

次に掲げる区分に応じ、それぞれ次に定める面積とすることができる。 

 ア 独立している樹木 

 大木（樹高５メートル以上の樹木、高さ1.2メートルの幹回りが0.7

メートル以上の樹木又は枝張り３メートル以上の樹木のうち、いず

れか２以上に該当するものをいう。）を保存する場合は、表中に掲

げる緑化率の算定に係る面積に1.5を乗じた面積 

 イ 生け垣 

 接道から1.5メートル以内の生け垣（当該道路から概ね全体が望見

できるものに限る。）で、高さ1.2メートルを超え、延長３メートル

を超えるものを保存する場合は、表中に掲げる緑化率の算定に係る

面積に３を乗じた面積 

 ５ 商業地域又は近隣商業地域において接道緑化を行う場合（塀等で道

路から緑化を望見できない場合を除く。）は、緑化率の算定に係る面

積について、次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める面積

とすることができる。 

 ア 接道から５メートル以内に樹幹が位置するとともに、道路面から

高低差１メートル以内の地盤に植栽される高木又は中木を含む緑化

を行う場合 

当該緑化地（地被植物を除く。）について表中に掲げる緑化率の
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算定に係る面積に３を乗じた面積 

 イ 道路側擁壁の前面に生け垣を配置する場合 

当該生け垣の高さの７割に延長距離を乗じた面積 

   ６ 備考４又は備考５の規定を適用する場合は、備考４のア若しくはイ

又は備考５のア若しくはイのうち、いずれか一つのみを適用するもの

とする。 

（自動車駐車場の附置） （自動車駐車場の附置） 

第22条 条例第32条の規定による自動車駐車場の附置は、次に定めるところ

により行うものとする。 

第22条 条例第32条及び第45条の４第２項第７号の規定による自動車駐車場

の附置は、次に定めるところにより行うものとする。 

(１) 自動車駐車場（車いす使用者のための自動車駐車場又は機械設備等

の特殊な装置（以下「特殊装置」という。）を用いる自動車駐車場を除

く。）の区画は、駐車台数１台につき幅2.3メートル以上、かつ、奥行５

メートル以上を標準とし、当該区画を明確に表示する等の利用に支障を

生じさせないための措置を採ること。 

(１) 自動車駐車場（車いす使用者のための自動車駐車場又は機械設備等

の特殊な装置（以下「特殊装置」という。）を用いる自動車駐車場を除

く。）の区画は、駐車台数１台につき幅2.3メートル以上、かつ、奥行５

メートル以上を標準とし、当該区画を明確に表示する等の利用に支障を

生じさせないための措置を採ること。 

(２) 特殊装置は、構造上の安全性が確認されているものであること。 (２) 特殊装置は、構造上の安全性が確認されているものであること。 

(３) 特殊装置を用いる場合にあっては、自動車を安全に駐車させ、出し

入れさせることができるものとし、地下化、植栽等を行う等周辺の環境

に配慮すること。 

(３) 特殊装置を用いる場合にあっては、自動車を安全に駐車させ、出し

入れさせることができるものとし、地下化、植栽等を行う等周辺の環境

に配慮すること。 

(４) 住居系地域（商業地域、近隣商業地域、準工業地域及び工業地域を

除く地域をいう。）においては、原則として平面駐車場（立体駐車場以

外のものをいう。以下同じ。）とすること。 

(４) 住居系地域（商業地域、近隣商業地域、準工業地域及び工業地域を

除く地域をいう。）においては、原則として平面駐車場（立体駐車場以

外のものをいう。以下同じ。）とすること。 

２ 商業地域及び近隣商業地域内において、特定用途建築物（駐車場法（昭

和32年法律第106号）第20条第１項に規定する特定用途に供する部分を有す

る建築物をいう。）の建築をする場合で附置する自動車駐車場の駐車台数

が20台以上のときは、別に定めるところにより、車いす使用者のための自

動車駐車場の区画を設けるものとする。 

２ 商業地域及び近隣商業地域内において、特定用途建築物（駐車場法（昭

和32年法律第106号）第20条第１項に規定する特定用途に供する部分を有す

る建築物をいう。）の建築をする場合で附置する自動車駐車場の駐車台数

が20台以上のときは、別に定めるところにより、車いす使用者のための自

動車駐車場の区画を設けるものとする。 

（荷さばきのための自動車駐車場の附置） （荷さばきのための自動車駐車場の附置） 

第23条 条例第34条の規則で定める基準は、次に定めるとおりとする。 第23条 条例第34条の規則で定める基準は、次に定めるとおりとする。 
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(１) 幅３メートル以上、奥行7.7メートル以上及びはり下の高さ３メート

ル以上とすること。 

(１) 幅３メートル以上、奥行7.7メートル以上及びはり下の高さ３メート

ル以上とすること。 

(２) 当該区画を明確に表示する等の利用に支障を生じさせないための措

置を採ること。 

(２) 当該区画を明確に表示する等の利用に支障を生じさせないための措

置を採ること。 

（自転車等駐車場の附置） （自転車等駐車場の附置） 

第24条 条例第35条の規定による自転車等駐車場の附置は、次に定めるとこ

ろにより行うものとする。 

第24条 条例第35条の規定による自転車等駐車場の附置は、次に定めるとこ

ろにより行うものとする。 

(１) 自転車等駐車場（特殊装置を用いるものを除く。）の区画は、駐輪

台数１台につき幅0.6メートル以上、かつ、奥行1.9メートル以上とし、

当該区画を表示すること。 

(１) 自転車等駐車場（特殊装置を用いるものを除く。）の区画は、駐輪

台数１台につき幅0.6メートル以上、かつ、奥行1.9メートル以上とし、

当該区画を表示すること。 

(２) 原則として駐車区画のうち３分の１以上は、平面駐車場であること。 (２) 原則として駐車区画のうち３分の１以上は、平面駐車場であること。 

(３) 特殊装置は、構造上の安全性が確認されているものであること。 (３) 特殊装置は、構造上の安全性が確認されているものであること。 

(４) 特殊装置を用いる場合にあっては、自転車を安全に駐輪させ、出し

入れさせることができるものとし、植栽等を行う等周辺の環境に配慮す

ること。 

(４) 特殊装置を用いる場合にあっては、自転車を安全に駐輪させ、出し

入れさせることができるものとし、植栽等を行う等周辺の環境に配慮す

ること。 

（まちづくり空地） （まちづくり空地） 

第25条 条例第37条の規定による空地（以下「まちづくり空地」という。）

の確保は、建築物（戸建住宅を除く。）の建築を目的とする開発事業を行

う場合に、次に掲げる空地のうちいずれかについてそれぞれ当該各号に定

める基準に基づき設置するものとする。ただし、２メートル以上の幅員を

有する歩道が既に存するとき及び当該開発事業において２メートル以上の

幅員を有する歩道を設置するときは、この限りでない。 

第25条 条例第37条の規定による空地（以下「まちづくり空地」という。）

の確保は、建築物（戸建住宅を除く。）の建築を目的とする開発事業を行

う場合に、次に掲げる空地のうちいずれかについてそれぞれ当該各号に定

める基準及び市長が別に定める基準に基づき設置するものとする。ただし、

２メートル以上の幅員を有する歩道が既に存するとき及び当該開発事業に

おいて２メートル以上の幅員を有する歩道を設置するときは、この限りで

ない。 

(１) 歩行の用に供する空地（歩行者の利用上主要と認められる道路に敷

地が接する部分に限る。） 

(１) 歩行の用に供する空地（歩行者の利用上主要と認められる道路に敷

地が接する部分に限る。） 

ア 当該道路に歩道が存する場合は、当該歩道に沿って0.5メートル以上

の幅を有する空地とすること。ただし、当該歩道の幅員を含めて２メ

ートル以上となる場合は、この限りでない。 

ア 当該道路に歩道が存する場合は、当該歩道に沿って0.5メートル以上

の幅を有する空地とすること。ただし、当該歩道の幅員を含めて２メ

ートル以上となる場合は、この限りでない。 
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イ 当該道路に歩道が存しない場合は、当該道路に沿って幅員0.75メー

トル以上の空地とすること。 

イ 当該道路に歩道が存しない場合は、当該道路に沿って幅員0.75メー

トル以上の空地とすること。 

(２) 人だまり的な空間に供する空地 (２) 人だまり的な空間に供する空地 

人が憩うことのできる場で、前号に定める基準に基づき設置した場合

のまちづくり空地の規模以上のものであること。 

人が憩うことのできる場で、前号に定める基準に基づき設置した場合

のまちづくり空地の規模以上のものであること。 

(３) 道路交差点等における空地 (３) 道路交差点等における空地 

敷地が道路交差点又は横断歩道（当該開発事業により新たに設置され

るものを含む。）に接する場合は、4.5平方メートル以上の面積を有する

空地を次に定めるところにより設けること。 

敷地が道路交差点又は横断歩道（当該開発事業により新たに設置され

るものを含む。）に接する場合は、4.5平方メートル以上の面積を有する

空地を次に定めるところにより設けること。 

(ア) 道路交差点に接する場合にあっては、道路又は歩道の延長が交

わる地点から標準として３メートルの長さで角地を切り取った部分

とすること。 

(ア) 道路交差点に接する場合にあっては、道路又は歩道の延長が交

わる地点から標準として３メートルの長さで角地を切り取った部分

とすること。 

(イ) 横断歩道に接する場合にあっては、当該横断歩道の幅以上で、

待機する者が通行する者の支障とならない適切な形状を有するもの

とすること。 

(イ) 横断歩道に接する場合にあっては、当該横断歩道の幅以上で、

待機する者が通行する者の支障とならない適切な形状を有するもの

とすること。 

(４) 通り抜けの用に供する空地 (４) 通り抜けの用に供する空地 

ア 敷地に２以上の道路が接する場合で当該敷地の周辺に当該２以上の

道路を接続させる道路が存しないときは、当該２以上の道路を接続す

るための幅２メートル以上の空地を設けること。 

ア 敷地に２以上の道路が接する場合で当該敷地の周辺に当該２以上の

道路を接続させる道路が存しないときは、当該２以上の道路を接続す

るための幅２メートル以上の空地を設けること。 

イ 当該空地に高低差が生じるときは、傾斜路等を適切に設けること。 イ 当該空地に高低差が生じるときは、傾斜路等を適切に設けること。 

２ 前項各号でそれぞれ定めるもののほか、次に掲げる要件を満たすこと。 ２ 前項各号でそれぞれ定めるもののほか、次に掲げる要件を満たすこと。 

ア 終日、歩行者が自由に通行し、又は利用することができること。 ア 終日、歩行者が自由に通行し、又は利用することができること。 

イ 隣接する他の歩行者のための空地との連続性を確保するとともに、

歩行者の自由な通行に著しい支障を及ぼす塀、垣、柵、段差等を設け

ないこと。ただし、自動車等の出入りに供する部分にあっては、この

限りでない。 

イ 隣接する他の歩行者のための空地との連続性を確保するとともに、

歩行者の自由な通行に著しい支障を及ぼす塀、垣、柵、段差等を設け

ないこと。ただし、自動車等の出入りに供する部分にあっては、この

限りでない。 

ウ 前面道路に接する場所に設けること。 ウ 前面道路に接する場所に設けること。 

３ まちづくり空地の管理は、次に定めるところにより行うものとする。 ３ まちづくり空地の管理は、次に定めるところにより行うものとする。 
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(１) 公衆の用に供するとともに、維持管理を適切に行うこと。 (１) 公衆の用に供するとともに、維持管理を適切に行うこと。 

(２) 当該敷地に存する建築物等の譲渡又は貸与等を行うときは、当該ま

ちづくり空地を良好に維持管理することについて承継させること。 

(２) 当該敷地に存する建築物等の譲渡又は貸与等を行うときは、当該ま

ちづくり空地を良好に維持管理することについて承継させること。 

（文化財の保護等） （文化財の保護等） 

第26条 条例第39条第１項から第３項までの規定による埋蔵文化財を保護す

るために必要な措置は、次に定めるとおりとする。 

第26条 条例第39条第１項から第３項までの規定による埋蔵文化財を保護す

るために必要な措置は、次に定めるとおりとする。 

(１) 埋蔵文化財の存否、規模及び内容を確認するための試掘調査を行う

こと。 

(１) 埋蔵文化財の存否、規模及び内容を確認するための試掘調査を行う

こと。 

(２) 開発事業により損傷し、又は消滅させるおそれがある埋蔵文化財の

記録保存をするための発掘調査を行うこと。 

(２) 開発事業により損傷し、又は消滅させるおそれがある埋蔵文化財の

記録保存をするための発掘調査を行うこと。 

(３) 開発事業により埋蔵文化財を損傷させるおそれがないと認められる

場合にあっては当該埋蔵文化財の保護に必要な措置が的確に行われてい

ることを確認するための、損傷の程度が小さく滅失させる範囲が極めて

小規模であると認められる場合にあっては当該埋蔵文化財の記録保存を

するための当該開発事業に係る工事についての立会を求めること。 

(３) 開発事業により埋蔵文化財を損傷させるおそれがないと認められる

場合にあっては当該埋蔵文化財の保護に必要な措置が的確に行われてい

ることを確認するための、損傷の程度が小さく滅失させる範囲が極めて

小規模であると認められる場合にあっては当該埋蔵文化財の記録保存を

するための当該開発事業に係る工事についての立会を求めること。 

(４) 埋蔵文化財を損傷することのないように慎重な工事を行うこと。 (４) 埋蔵文化財を損傷することのないように慎重な工事を行うこと。 

(５) 事業区域及びその周辺地域における埋蔵文化財の遺存状況を勘案

し、鎌倉市教育委員会（以下「教育委員会」という。）が特に必要と認

める措置を採ること。 

(５) 事業区域及びその周辺地域における埋蔵文化財の遺存状況を勘案

し、鎌倉市教育委員会（以下「教育委員会」という。）が特に必要と認

める措置を採ること。 

２ 前項第２号に規定する発掘調査に当たっては、開発事業者等は、教育委

員会に対し次に掲げる行為を求めなければならない。 

２ 前項第２号に規定する発掘調査に当たっては、開発事業者等は、教育委

員会に対し次に掲げる行為を求めなければならない。 

(１) 発掘を開始するときの立会 (１) 発掘を開始するときの立会 

(２) 発掘調査期間中における埋蔵文化財の保護に係る適切な措置が採ら

れていることの確認及び当該措置に係る助言又は指導 

(２) 発掘調査期間中における埋蔵文化財の保護に係る適切な措置が採ら

れていることの確認及び当該措置に係る助言又は指導 

(３) 発掘が終了したときの確認 (３) 発掘が終了したときの確認 

３ 開発事業者等は、発掘を終了したときは、前項第３号の規定による確認

の日から６月以内に概要報告書を、２年以内（当該発掘調査による文化財

の規模が大きい等当該期間内に発掘調査報告書を作成することができない

３ 開発事業者等は、発掘を終了したときは、前項第３号の規定による確認

の日から６月以内に概要報告書を、２年以内（当該発掘調査による文化財

の規模が大きい等当該期間内に発掘調査報告書を作成することができない
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場合にあっては、教育委員会が指示する日まで）に発掘調査報告書を教育

委員会に提出しなければならない。 

場合にあっては、教育委員会が指示する日まで）に発掘調査報告書を教育

委員会に提出しなければならない。 

４ 開発事業者等は、当該発掘調査に際し作成した図面、写真等の資料及び

出土品を発掘調査報告書の提出後、速やかに、教育委員会に引き渡さなけ

ればならない。 

４ 開発事業者等は、当該発掘調査に際し作成した図面、写真等の資料及び

出土品を発掘調査報告書の提出後、速やかに、教育委員会に引き渡さなけ

ればならない。 

（大規模開発の特例） （大規模開発の特例） 

第27条 条例第42条の規則で定める基準は、次に定めるとおりとする。 第27条 条例第42条の規則で定める基準は、次に定めるとおりとする。 

(１) 宅地率（事業区域の面積に対する当該事業区域から公共施設の用地

及び公益的施設の用地を除いた部分の面積の割合をいう。）は、次の表

に定める数値以下とすること。 

(１) 宅地率（事業区域の面積に対する当該事業区域から公共施設の用地

及び公益的施設の用地を除いた部分の面積の割合をいう。）は、次の表

に定める数値以下とすること。 

 事業区域の面積 宅地率   事業区域の面積 宅地率  

 50,000平方メートルを超え、100,000平方メートル以下の

場合 

0.55   50,000平方メートルを超え、100,000平方メートル以下の

場合 

0.55  

 100,000平方メートルを超える場合 0.5   100,000平方メートルを超える場合 0.5  

(２) 開発事業の規模、事業区域内の地形若しくは植生及び周辺地域の土

地利用の状況等に応じ、次に掲げる機能を有効に備えた緑地を公共施設

として設けること。 

(２) 開発事業の規模、事業区域内の地形若しくは植生及び周辺地域の土

地利用の状況等に応じ、次に掲げる機能を有効に備えた緑地を公共施設

として設けること。 

ア 既成市街地と新たな市街地との緩衝 ア 既成市街地と新たな市街地との緩衝 

イ 良好で貴重な植生の保全 イ 良好で貴重な植生の保全 

ウ 風致の維持及び景観の形成 ウ 風致の維持及び景観の形成 

２ 前項の規定は、事業区域の面積に占める緑地の面積の割合が10分の８未

満であるときは、適用しない。 

２ 前項の規定は、事業区域の面積に占める緑地の面積の割合が10分の８未

満であるときは、適用しない。 

３ 開発事業者は、緑地協定を締結するよう努めるものとする。 ３ 開発事業者は、緑地協定を締結するよう努めるものとする。 

（管理運営上の措置基準） （管理運営上の措置基準） 

第28条 条例第45条第５号の規則で定める基準は、次に定めるとおりとする。 第28条 条例第45条第５号の規則で定める基準は、次に定めるとおりとする。 

(１) 花環及び供花は、敷地内に設置すること。 (１) 花環及び供花は、敷地内に設置すること。 

(２) 通夜、告別式等は、建築物の敷地内で行うこと。 (２) 通夜、告別式等は、建築物の敷地内で行うこと。 

(３) 建築物内外の音又は臭いについては、周囲に影響のないよう防音又 (３) 建築物内外の音又は臭いについては、周囲に影響のないよう防音又
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は防臭に配慮すること。 は防臭に配慮すること。 

(４) 計画地の道路状況により、交通渋滞等が予想されるときは、会葬者

の自動車による来場を自粛するよう指示すること。 

(４) 計画地の道路状況により、交通渋滞等が予想されるときは、会葬者

の自動車による来場を自粛するよう指示すること。 

(５) 計画地が商店街にあるときは、会葬等により、営業の妨げにならな

いよう配慮すること。 

(５) 計画地が商店街にあるときは、会葬等により、営業の妨げにならな

いよう配慮すること。 

(６) 建築物等の管理を適切に行うとともに、周辺住民等から苦情があっ

たときは、誠意をもって速やかに対応すること。 

(６) 建築物等の管理を適切に行うとともに、周辺住民等から苦情があっ

たときは、誠意をもって速やかに対応すること。 

(７) その他周辺住民等の生活環境に十分配慮すること。 (７) その他周辺住民等の生活環境に十分配慮すること。 

２ 条例第45条の２第３号の規則で定める基準は、次に定めるとおりとする。 ２ 条例第45条の２第３号の規則で定める基準は、次に定めるとおりとする。 

(１) 管理者の氏名及び連絡先を記載した表示板を玄関、ホール等の見や

すい場所に設置すること。 

(１) 管理者の氏名及び連絡先を記載した表示板を玄関、ホール等の見や

すい場所に設置すること。 

(２) 次に掲げる事項を入居者に遵守させるとともに、これらを含む管理

規約を作成すること。 

(２) 次に掲げる事項を入居者に遵守させるとともに、これらを含む管理

規約を作成すること。 

ア ごみの排出については、市長の指示に従うこと。 ア ごみの排出については、市長の指示に従うこと。 

イ 騒音、振動、悪臭を発するなどの近隣に迷惑を及ぼす行為をしない

こと。 

イ 騒音、振動、悪臭を発するなどの近隣に迷惑を及ぼす行為をしない

こと。 

ウ 他人に迷惑を及ぼす路上駐車をしないこと。 ウ 他人に迷惑を及ぼす路上駐車をしないこと。 

エ 危険物を持ち込まないこと。 エ 危険物を持ち込まないこと。 

オ ごみ集積施設又はごみ集積所（ごみの飛散等を防止するためにごみ

を収集するまでの間ごみを収納するボックス等をいう。次号、第33条

及び第34条において同じ。）及び共有部分は、常に清潔に保つこと。 

オ ごみ集積施設又はごみ集積所（ごみの飛散等を防止するためにごみ

を収集するまでの間ごみを収納するボックス等をいう。次号、第33条

及び第34条において同じ。）及び共有部分は、常に清潔に保つこと。 

カ アからオまでに掲げるもののほか、他の入居者や近隣住民の迷惑に

なる行為をしないこと。 

カ アからオまでに掲げるもののほか、他の入居者や近隣住民の迷惑に

なる行為をしないこと。 

(３) 住戸の数が25戸以上のときは、ごみ集積施設又はごみ集積所の管理

その他ワンルーム建築物の管理等のため、管理人を週５日以上かつ日中

４時間以上配置すること。ただし、管理体制が整備されていると市長が

認めるときは、この限りでない。 

(３) 住戸の数が25戸以上のときは、ごみ集積施設又はごみ集積所の管理

その他ワンルーム建築物の管理等のため、管理人を週５日以上かつ日中

４時間以上配置すること。ただし、管理体制が整備されていると市長が

認めるときは、この限りでない。 

(４) 住戸の数が20戸未満の場合であって、既存のごみ集積施設又はごみ (４) 住戸の数が20戸未満の場合であって、既存のごみ集積施設又はごみ
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集積所を利用するときは、市長にごみの排出計画の報告を行うこと。 集積所を利用するときは、市長にごみの排出計画の報告を行うこと。 

 （墓地等の設置基準） 

 第28条の２ 条例第45条の４第１項第１号クの規則で定める施設は、次に定

めるとおりとする。 

 (１) 官公署 

 (２) 国道及び県道 

 (３) 鉄道事業法（昭和61年法律第92号）第２条に規定する鉄道 

 (４) 法（昭和43年法律第100号）の規定により都市計画決定された道路 

 (５) 都市公園法（昭和31年法律第79号）第２条第１項に規定する都市公

園又は市がこれに類するものとして管理している土地 

 （墓地等の管理運営上の措置） 

 第28条の３ 条例第45条の４第１項第５号の規則で定める基準は、次に定め

るとおりとする。 

 (１) 墓地を利用する者が集中する時期においては、自動車の利用を自粛

するための周知及び自動車駐車場への適正な誘導等を行うこと。 

 (２) 墓地の利用等により排出されるごみの資源化及び減量化に努めると

ともに、自らの責任において適正に処理すること。 

 （墓地等の施設の基準） 

 第28条の４ 条例第45条の４第２項第１号に規定する緑地帯は、緑視効果を

高める配植とし、周辺の生活環境に配慮したものとしなければならない。 

 ２ 条例第45条の４第２項第１号に規定する障壁、密植した生垣等は、緑地

帯と墳墓等を設ける区域を明瞭にするものでなければならない。 

 （墓地等の設置に伴う造成工事の技術基準） 

 第28条の５ 条例第45条の４第２項第８号の規定により造成工事を行う場合

の技術基準は、宅地造成及び特定盛土等規制法（昭和36年法律第191号）の

例による。 

 （動物霊園の管理運営上の措置） 

 第28条の６ 条例第45条の５第２項の規定により準用する条例第45条の４第
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１項第５号の規則で定める基準は、次に定めるとおりとする。 

 (１) 動物霊園を常に清潔に保つこと。 

 (２) 老朽化又は破損した動物霊園の施設の修復等を行うこと。 

 (３) 動物霊園を利用する者が集中する時期においては、自動車の利用を

自粛するための周知及び自動車駐車場への適正な誘導等を行うこと。 

 (４) 動物霊園の利用等により排出されるごみの資源化及び減量化に努め

るとともに、自らの責任において適正に処理すること。 

 (５) 犬、猫その他人に飼育されていた動物の死骸（以下「動物の死骸」

という。）は、可能な限り土中に埋葬しないこと。ただし、火葬できな

いものについては、この限りでない。 

 (６) 動物の死骸等納骨に供しようとするもの以外は焼却してはならず、

納骨に供さない燃え殻等については、場外搬出し適正な処理を行うこと。 

 (７) 次に定める焼却方法に基づき、適切に焼却すること。 

 ア 煙突の先端以外から燃焼ガスが排出されないように焼却すること。 

 イ 煙突の先端から火炎又は黒煙（日本工業規格Ｄ8004に定める汚染度

が25パーセントを超える黒煙をいう。）が排出されないように焼却す

ること。 

 ウ 煙突から焼却灰及び未燃物が飛散しないように焼却すること。 

 （動物霊園の施設の基準） 

 第28条の７ 条例第45条の５第３項第１号に規定する緑地帯は、緑視効果を

高める配植とし、周辺の生活環境に配慮したものとしなければならない。 

 （動物霊園の設置に伴う造成工事の技術基準） 

 第28条の８ 第28条の５の規定は、動物霊園の設置に伴う造成工事の技術基

準について準用する。 

 （コインパーキングの出口及び入口に関する技術基準） 

 第28条の９ 条例第45条の６第１号の規則で定める自動車の出口及び入口の

基準は、道路等と敷地の境界から２メートル後退した自動車の車路の中心

線上1.4メートルの高さにおいて、道路の中心線に直角に向かって左右それ
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ぞれ60度以上の範囲内において、当該道路を通行する者の存在を確認でき

るようにするものとする。 

 （コインパーキングの夜間照明施設の基準） 

 第28条の10 条例第45条の６第３号の規則で定める夜間照明施設の基準は、

車路にあっては10ルックス以上、駐車スペースにあっては２ルックス以上

の照度を確保するものとする。 

 （コインパーキングの表示板の基準） 

 第28条の11 条例第45条の６第５号に規定する表示板の表示面積の上限は、

２平方メートルとする。 

 （警察署との協議） 

 第28条の12 条例第45条の６第７号に規定する警察署との協議結果は、コイ

ンパーキング設置協議結果報告書（第18号様式）により提出するものとす

る。 

 （コインパーキングの管理運営上の措置） 

 第28条の13 条例第45条の６第８号の規則で定める基準は、次に定めるとお

りとする。 

 (１) コインパーキング内を定期巡回、定期清掃を実施し、適切な維持管

理を図ること。 

 (２) 利用者等により排出されるごみの資源化及び減量化に十分な配慮を

行うこと。 

 (３) 施設周辺の交通安全に十分な配慮を行うこと。 

 (４) コインパーキングの管理運営に対する要望に適切に対応すること。 

 (５) その他、コインパーキングの管理運営上必要な事項に十分な対応を

行うこと。 

 （緑化） 

 第28条の14 条例第45条の７第２号の緑化については、市長と協議の上行う

ものとする。 

 （表示板の基準） 
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 第28条の15 条例第45条の７第３号の規則で定める基準は、次に定めるとお

りとする。 

 (１) 表示板は、見やすい位置に設置すること。 

 (２) 表示板は、金属又は合成樹脂等の破損しにくい材質を使用し、容易

に剥離しない方法で設置すること。 

 （その他の基準） 

 第28条の16 条例第45条の７第４号の規則で定める基準は、次に定めるとお

りとする。 

 (１) 造成工事を行う場合の技術基準は、宅地造成及び特定盛土等規制法

の例によるものとすること。 

 (２) 施設内を常に清潔に保つこと。 

 (３) 老朽化又は破損した施設の修復等を行うこと。 

 (４) 施設の利用等により排出されるごみの資源化及び減量化に努めると

ともに、自らの責任において適正に処理すること。 

 (５) 苦情があったときは、誠意をもって対応すること。 

 （主要な出入口及び道路） 

 第29条 条例第46条第１号の規則で定める主要な出入口は、予定建築物の敷

地を利用する車両（道路運送車両法（昭和26年法律第185号）第２条第２項

に規定する自動車をいう。ただし、二輪の軽自動車及び二輪の小型自動車

は除く。）が出入りする出入口とする。ただし、複数の主要な出入口があ

る場合で、次の各号のいずれかに該当するものについては、この限りでな

い。この場合において、当該出入口には、市長が別に定める措置を講ずる

ものとする。 

 (１) 災害時又は緊急車両等の使用時以外は閉鎖している車両の出入口 

 (２) 事業区域内の戸数、利用者数、従業員数、荷さばきを要する想定利

用台数、開発事業者が作成する想定利用計画書、周囲の道路の状況等を

踏まえ、主要な出入口でないと市長が認める出入口 

 第29条の２ 条例第46条第１号ウの規則で定める道路の基準は、次に掲げる
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項目についてそれぞれ当該各号に定めるとおりとする。 

 (１) 幅員 

条例別表第13の幅員以上であること。ただし、至る道路を条例別表

第15の幅員以上とした場合は、その幅員以上（同別表の備考２は適用

しないものとする。）とする。 

 (２) 分散できる道路 

至る道路と同一平面で交差する箇所から延長35メートル以上の位置

にある幅員４メートル以上の道路と同一平面で交差する箇所までの区

間において、前号で規定する幅員を有する道路であって、行き止まり

道路でないこと。 

 (３) 待機できる道路 

至る道路と同一平面で交差する箇所から延長12メートル以上の区間

において、第１号で規定する幅員を有する道路であること。 

 (４) 道路配置 

１方向以上において、分散できる道路が配置されていること。 

（道路及び交通安全施設等） 【削除】 

第29条 条例第46条第２号の規則で定める基準は、次の各号に掲げるとおり

とし、当該各号のいずれかに該当して配置する場合とする。この場合にお

いて、自動車の転回広場を設ける場合の基準は、別に定めるものとする。 

第29条の３ 条例第46条第５号の規則で定める基準は、次の各号に掲げると

おりとし、当該各号のいずれかに該当して配置する場合とする。 

(１) 延長が12メートル未満であって、かつ、当該道路の幅員が6.0メート

ル以上とするとき。ただし、当該道路は、自主管理するものとし、自動

車の転回広場を設けないことができるものとする。 

(１) 延長が12メートル未満であって、かつ、当該道路の幅員が6.0メート

ル以上とするとき。ただし、当該道路は、自主管理するものとし、自動

車の転回広場を設けないことができるものとする。 

(２) 延長が12メートル以上で35メートル以下とする場合は、当該道路の

終端に自動車の転回広場を設けるとき。 

(２) 延長が12メートル以上で35メートル以下とする場合は、当該道路の

終端に自動車の転回広場を設けるとき。 

(３) 延長が35メートルを超える場合で、35メートル以内の区間ごとに１

箇所以上（幅員6.0メートル以上の場合は、この限りでない。）及びその

終端に自動車の転回広場を設けるとき。 

(３) 延長が35メートルを超える場合で、35メートル以内の区間ごとに１

箇所以上（幅員6.0メートル以上の場合は、この限りでない。）及びその

終端に自動車の転回広場を設けるとき。 

第29条の２ 条例第46条第４号の規則で定める基準は、次に定めるとおりと【削除】 
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する。 

(１) 道路が同一平面で交差し、若しくは接続し、又は屈曲する角地にお

いては、別に定めるところにより隅切りを設けること。 

 

(２) 縦断勾配が６パーセント以上となる区間にあっては、すべり止め舗

装を施すこと。 

 

(３) 舗装構成は、別に定めるところによること。  

(４) 原則として事業区域内の道路の縦断勾配は、９パーセント以下とす

ること。ただし、地形等によりやむを得ないと認められる場合は、小区

間に限り12パーセント以下とすることができるものとする。 

 

(５) 必要に応じて別に定めるところにより道路に排水施設を設けるこ

と。 

 

(６) 道路（歩道を含む。）を舗装する場合（当該道路とその隣接地との

間に排水施設等が存する場合を除く。）にあっては、当該道路とその隣

接地との境界を明確にする措置を別に定めるところにより採るととも

に、歩道の幅員が3.5メートル以上のものにあってはその緑化に努めるこ

と。 

 

(７) 路体及び路床を保護するために必要な措置を適切に採ること。  

(８) 歩行者及び車両を安全かつ円滑に通行させるために必要な交通安全

施設等の整備を別に定めるところにより図ること。 

 

２ 側溝等の道路排水施設が設置され、若しくは存する場合又は道路と隣接

地との間に高低差が生じ、若しくは生じている場合における道路の幅員は、

別図に示すとおりとする。 

 

（公園、緑地等）  

第30条 条例第47条第１項第３号の規則で定める基準は、次の各号に掲げる

区分に応じ、それぞれ当該各号に定めるものとする。 

第30条 削除 

(１) 公園  

ア 公園は分散させないよう設置すること。ただし、当該公園の所要面

積が1,000平方メートルを超える場合は、この限りでない。 
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イ 公園の配置は、住宅の立地状況及び地形、日照等の環境条件を勘案

して行うこと。 

 

ウ 公園は、特別高圧線以上の送電線の下には設置しないこと。ただし、

安全の確保上支障がないと市長が認めるときは、この限りでない。 

 

エ 公園は、管理用車両の通行ができる公道に４メートル以上接するよ

うに設置すること。 

 

オ 公園の敷地は、１辺の長さが10メートル以上の矩形等まとまりのあ

る形状とすること。 

 

カ 公園の施設は、当該公園の規模及び事業区域の周辺の公園の整備状

況を勘案し、適切なものを別に定めるところにより整備すること。 

 

(２) 緑地  

ア 緑地は、管理用車両の通行ができる公道に３メートル以上接するよ

うに設置すること。ただし、市が所有する緑地に隣接する場合及び緑

地の保全が特に必要と市長が認める場合については、この限りでない。 

 

イ 緑地内に危険な場所があるときは、擁壁、柵等を設ける等の適切な

措置を採ること。 

 

ウ 緑地の施設は、別に定めるところにより整備すること。  

エ 緑地が有する機能の維持及び緑地の適切な管理に支障を生じさせな

いようにするため、設置すべき緑地の面積が500平方メートル未満の場

合にあっても、500平方メートル以上の一団の緑地とするよう努めるこ

と。 

 

オ 緑地は、原則として樹林地その他の自然地により確保するものとし、

道路及び宅地等の保護地は含まないこと。 

 

カ 条例第47条第３項で規定する斜面地建築物の建築及び特定斜面地の

宅地造成を目的とする開発事業において緑地を設置する場合の公園的

な利用が図れるものとは、15度以下の傾斜した土地の部分を３割以上

含み、散策路、安全施設その他必要な施設を整備されたものとするこ

と。 
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(３) 広場  

広場は、第１号に定める基準（カを除く。）を準用し、設置すること。  

（排水施設等） （排水施設等） 

第31条 条例第48条第１項の規則で定める基準は、次に定めるとおりとする。 第31条 条例第48条第１項の規則で定める基準は、次に定めるとおりとする。 

(１) 排水施設の設置等については、次に定めるところによるものとする

こと。 

(１) 排水施設の設置等については、次に定めるところによるものとする

こと。 

ア 下水の排除方式は、汚水排水と雨水排水との分流式とすること。 ア 下水の排除方式は、汚水排水と雨水排水との分流式とすること。 

イ 排水施設は、事業区域及びその周辺の土地の地形、地盤の性質並び

に既存の公共施設等の設置状況を勘案し、配置、規模、構造及び能力

に応じたものとすること。 

イ 排水施設は、事業区域及びその周辺の土地の地形、地盤の性質並び

に既存の公共施設等の設置状況を勘案し、配置、規模、構造及び能力

に応じたものとすること。 

(２) 計画下水量の設定は、次に定めるところによるものとすること。 (２) 計画下水量の設定は、次に定めるところによるものとすること。 

ア 汚水管きょは計画時間最大汚水量とすること。 ア 汚水管きょは計画時間最大汚水量とすること。 

イ 雨水管きょは計画雨水量とすること。 イ 雨水管きょは計画雨水量とすること。 

(３) 計画汚水量の設定は、次に掲げる区分に応じ、それぞれ次に定める

ところによるものとすること。 

(３) 計画汚水量の設定は、次に掲げる区分に応じ、それぞれ次に定める

ところによるものとすること。 

ア １人１日最大汚水量 550リットル ア １人１日最大汚水量 550リットル 

イ １人１日平均汚水量 450リットル イ １人１日平均汚水量 450リットル 

ウ １人１日時間最大汚水量 790リットル ウ １人１日時間最大汚水量 790リットル 

(４) 計画雨水量の算定は、流入時間を５分間とし、付録第１の合理式公

式により行うこと。この場合において、流出係数は、次の表に定める数

値とすること。 

(４) 計画雨水量の算定は、流入時間を５分間とし、付録第１の合理式公

式により行うこと。この場合において、流出係数は、次の表に定める数

値とすること。 

 排水区域 流出係数   排水区域 流出係数  

 柏尾川左岸第１排水区 0.6   柏尾川左岸第１排水区 0.6  

 滑川右岸第５、滑川左岸第８、御谷川、佐助川、由比

ガ浜、美奈能瀬川、坂ノ下、古川、材木座、神戸川右

岸第６、小動、滝ノ川、柏尾川右岸第１、柏尾川左岸

第２、柏尾川左岸第３、土腐川第１、土腐川第２、岩

瀬川、砂押川右岸第２、砂押川左岸、梅田川、小袋谷

0.55   滑川右岸第５、滑川左岸第８、御谷川、佐助川、由比

ガ浜、美奈能瀬川、坂ノ下、古川、材木座、神戸川右

岸第６、小動、滝ノ川、柏尾川右岸第１、柏尾川左岸

第２、柏尾川左岸第３、土腐川第１、土腐川第２、岩

瀬川、砂押川右岸第２、砂押川左岸、梅田川、小袋谷

0.55  
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川右岸、小袋谷川左岸、新川右岸第１排水区 川右岸、小袋谷川左岸、新川右岸第１排水区 

 上記排水区以外の排水区域 0.5   上記排水区以外の排水区域 0.5  

備考 備考 

１ 市街化調整区域からの区域外流入に係るものの流出係数は、0.3

とする。 

１ 市街化調整区域からの区域外流入に係るものの流出係数は、0.3

とする。 

２ 排水区域及び排水区は、市長が別に定める。 ２ 排水区域及び排水区は、市長が別に定める。 

(５) 管きょ流量の算定は、付録第２のマニング公式により行うこと。 (５) 管きょ流量の算定は、付録第２のマニング公式により行うこと。 

(６) 管きょ流量の算定基準、管きょの構造等は、別に定めるところによ

ること。 

(６) 管きょ流量の算定基準、管きょの構造等は、別に定めるところによ

ること。 

２ 条例第48条第２項の規定による雨水流出を抑制するための施設の構造等

は、別に定めるところによるものとし、雨水浸透型施設の設置が適当でな

い箇所については、雨水流出を抑制する施設として、雨水浸透施設の流出

量相当分の雨水貯留型を設置するものとする。 

２ 条例第48条第２項の規定による雨水流出を抑制するための施設の構造等

は、別に定めるところによるものとし、雨水浸透型施設の設置が適当でな

い箇所については、雨水流出を抑制する施設として、雨水浸透施設の流出

量相当分の雨水貯留型を設置するものとする。 

３ 条例第48条第３項の規則で定める基準は、開発事業に係る建築物から排

出される１日当たりの汚水量が、次の各号に該当するものであるときとす

る。 

３ 条例第48条第３項の規則で定める基準は、開発事業に係る建築物から排

出される１日当たりの汚水量が、次の各号に該当するものであるときとす

る。 

(１) 下水道計画汚水量の２倍を超えること。 (１) 下水道計画汚水量の２倍を超えること。 

(２) 50立方メートルを超えること。 (２) 50立方メートルを超えること。 

(３) 周辺の下水道の排水施設の整備状況を勘案し、市長が当該汚水の排

出量を調整する必要があると認めるものであること。 

(３) 周辺の下水道の排水施設の整備状況を勘案し、市長が当該汚水の排

出量を調整する必要があると認めるものであること。 

４ 汚水放流を抑制するための時間調整槽の構造等は、別に定めるところに

よるものとする。 

４ 汚水放流を抑制するための時間調整槽の構造等は、別に定めるところに

よるものとする。 

（防火水槽） （防火水槽） 

第32条 防火水槽の設置を必要とする開発事業の規模は、次に定めるとおり

とする。 

第32条 防火水槽の設置を必要とする開発事業の規模は、次に定めるとおり

とする。 

(１) 事業区域の面積が2,000平方メートル以上（事業区域の面積が3,000

平方メートル未満の場合で既設の防火水槽から半径100メートルの範囲

に当該事業区域のすべてが包含されるときを除く。） 

(１) 事業区域の面積が2,000平方メートル以上（事業区域の面積が3,000

平方メートル未満の場合で既設の防火水槽から半径100メートルの範囲

に当該事業区域のすべてが包含されるときを除く。） 



29/46 

改正前 改正後 

(２) 建築物（戸建住宅を除く。）の延べ面積が2,000平方メートル以上 (２) 建築物（戸建住宅を除く。）の延べ面積が2,000平方メートル以上 

(３) 事業区域の周辺の水利状況及び地形等により、消防活動に支障をき

たす場合にあっては、条例別表第１に定める開発事業の規模 

(３) 事業区域の周辺の水利状況及び地形等により、消防活動に支障をき

たす場合にあっては、条例別表第１に定める開発事業の規模 

２ 条例第49条の規則で定める基準は、次に定めるとおりとする。 ２ 条例第45条の４第２項第５号及び第49条の規則で定める基準は、次に定

めるとおりとする。 

(１) 防火水槽の有効容量は、40立方メートル以上とすること。ただし、

事業区域の面積（建築を伴わない開発事業に限る。）又は建築物の延べ

床面積が6,000平方メートル以上の開発事業にあっては、60立方メートル

にこれらの面積が6,000平方メートルを超え3,000平方メートルを増すご

とに20立方メートルを加算した有効容量とする。 

(１) 防火水槽の有効容量は、40立方メートル以上とすること。ただし、

事業区域の面積（建築を伴わない開発事業に限る。）又は建築物の延べ

床面積が6,000平方メートル以上の開発事業にあっては、60立方メートル

にこれらの面積が6,000平方メートルを超え3,000平方メートルを増すご

とに20立方メートルを加算した有効容量とする。 

(２) 前号の規定にかかわらず、市長は、事業区域の面積、建築物の用途

及び規模、消防設備の設置状況並びに周辺地域の水利状況等を勘案して

消防活動に支障がないと認めるときは、当該防火水槽の有効容量を緩和

することができる。 

(２) 前号の規定にかかわらず、市長は、事業区域の面積、建築物の用途

及び規模、消防設備の設置状況並びに周辺地域の水利状況等を勘案して

消防活動に支障がないと認めるときは、当該防火水槽の有効容量を緩和

することができる。 

(３) 前２号の規定により算出された防火水槽の有効容量が80立方メート

ル以上となったときは、当該有効容量を40立方メートルで除して得られ

た数の整数（周辺の水利状況及び地形等により消防活動に支障をきたす

おそれがあると市長が認めるときは、市長が指示する数）の防火水槽を

設置すること。 

(３) 前２号の規定により算出された防火水槽の有効容量が80立方メート

ル以上となったときは、当該有効容量を40立方メートルで除して得られ

た数の整数（周辺の水利状況及び地形等により消防活動に支障をきたす

おそれがあると市長が認めるときは、市長が指示する数）の防火水槽を

設置すること。 

(４) 消防ポンプ自動車（以下「ポンプ車」という。）が水利部署可能な

場所及び消防活動が容易な場所に設けること。 

(４) 消防ポンプ自動車（以下「ポンプ車」という。）が水利部署可能な

場所及び消防活動が容易な場所に設けること。 

(５) 道路等の勾配が５パーセント以上の場所には設置しないこと。ただ

し、防火水槽投入孔から２メートル以内に容易にポンプ車が水利部署可

能な勾配が５パーセント未満の場所がある場合は、この限りでない。 

(５) 道路等の勾配が５パーセント以上の場所には設置しないこと。ただ

し、防火水槽投入孔から２メートル以内に容易にポンプ車が水利部署可

能な勾配が５パーセント未満の場所がある場合は、この限りでない。 

(６) 道路以外の土地に設置する場合は、次に定めるところによること。 (６) 道路以外の土地に設置する場合は、次に定めるところによること。 

ア 当該土地の路面からの高さは1.5メートル以下とすること。 ア 当該土地の路面からの高さは1.5メートル以下とすること。 

イ 周囲に擁壁、金網等を設ける必要があるときの当該擁壁等の高さは

路面から1.5メートル以下とすること。 

イ 周囲に擁壁、金網等を設ける必要があるときの当該擁壁等の高さは

路面から1.5メートル以下とすること。 
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(７) 前各号に定めるもののほか、防火水槽の構造等は別に定めるところ

によること。 

(７) 前各号に定めるもののほか、防火水槽の構造等は別に定めるところ

によること。 

（ごみ集積施設等の設置の特例） （ごみ集積施設等の設置の特例） 

第33条 条例第51条第１項ただし書の規定により、住宅の建築を目的とする

開発事業（次項に規定するものを除く。）であって当該住宅の戸数が20戸

未満のものである場合で既存のごみ集積施設若しくはごみ集積所の利用が

できないとき又は適切なごみの収集ができないときは、当該事業区域内の

適切にごみを収集できる位置にごみ集積施設を設置するものとする。 

第33条 条例第51条第１項ただし書の規定により、住宅の建築を目的とする

開発事業（次項に規定するものを除く。）であって当該住宅の戸数が20戸

未満のものである場合で既存のごみ集積施設若しくはごみ集積所の利用が

できないとき又は適切なごみの収集ができないときは、当該事業区域内の

適切にごみを収集できる位置にごみ集積施設を設置するものとする。 

２ 条例第51条第１項ただし書の規定により、住宅の建築を目的とする開発

事業（条例別表第１の６の項以外の項に該当するものを除く。）であって

当該住宅の戸数が20戸未満のものである場合で既存のごみ集積施設若しく

はごみ集積所の利用ができないとき又は適切なごみの収集ができないとき

は、当該事業区域内の適切にごみを収集できる位置にごみ集積施設又はご

み集積所を設置するものする。ただし、当該位置にごみ集積施設又はごみ

集積所を設置できないときは、ごみ集積施設又はごみ集積所の設置に代え

て、市長にごみの排出計画の報告を行うものとする。 

２ 条例第51条第１項ただし書の規定により、住宅の建築を目的とする開発

事業（条例別表第１の６の項以外の項に該当するものを除く。）であって

当該住宅の戸数が20戸未満のものである場合で既存のごみ集積施設若しく

はごみ集積所の利用ができないとき又は適切なごみの収集ができないとき

は、当該事業区域内の適切にごみを収集できる位置にごみ集積施設又はご

み集積所を設置するものする。ただし、当該位置にごみ集積施設又はごみ

集積所を設置できないときは、ごみ集積施設又はごみ集積所の設置に代え

て、市長にごみの排出計画の報告を行うものとする。 

３ 条例第51条第１項ただし書の規定により、店舗、事務所等事業の用に供

する建築物の建築を目的とする開発事業で当該事業区域内において排出さ

れるごみについて当該店舗、事務所等の事業者が自己処理をする場合にお

いては、ごみ集積施設の設置を要しないものとする。 

３ 条例第51条第１項ただし書の規定により、店舗、事務所等事業の用に供

する建築物の建築を目的とする開発事業で当該事業区域内において排出さ

れるごみについて当該店舗、事務所等の事業者が自己処理をする場合にお

いては、ごみ集積施設の設置を要しないものとする。 

（ごみ集積施設等の設置基準） （ごみ集積施設等の設置基準） 

第34条 条例第51条第２項の規則で定める基準は、次の各号に掲げる開発事

業の区分に応じ、それぞれ当該各号に定めるとおりとする。 

第34条 条例第51条第２項の規則で定める基準は、次の各号に掲げる開発事

業の区分に応じ、それぞれ当該各号に定めるとおりとする。 

(１) 共同住宅の建築を目的とする開発事業（次号に掲げるものを除く。） (１) 共同住宅の建築を目的とする開発事業（次号に掲げるものを除く。） 

ア ごみ集積施設（ワンルーム建築物にあっては、ごみ集積施設又はご

み集積所）の面積は、戸数が10戸以下の場合にあっては有効面積３平

方メートル以上と、戸数が10戸を超える場合にあっては３平方メート

ルに0.2平方メートルに10戸を超える部分の数を乗じて得た面積を加

ア ごみ集積施設（ワンルーム建築物にあっては、ごみ集積施設又はご

み集積所）の面積は、戸数が10戸以下の場合にあっては有効面積３平

方メートル以上と、戸数が10戸を超える場合にあっては３平方メート

ルに0.2平方メートルに10戸を超える部分の数を乗じて得た面積を加
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算した面積以上の有効面積とすること。ただし、市長が特に認めると

きは、この限りでない。 

算した面積以上の有効面積とすること。ただし、市長が特に認めると

きは、この限りでない。 

イ 原則として形状は長方形とし、周囲の３方を高さが標準として１メ

ートルの補強コンクリートブロック等で囲い、１方を開放等し、土間

コンクリートを施すこと。この場合において、ごみ集積施設の間口又

は建具の有効幅は原則として0.9メートル以上とすること。 

イ 原則として形状は長方形とし、周囲の３方を高さが標準として１メ

ートルの補強コンクリートブロック等で囲い、１方を開放等し、土間

コンクリートを施すこと。この場合において、ごみ集積施設の間口又

は建具の有効幅は原則として0.9メートル以上とすること。 

ウ 道路交通法（昭和35年法律第105号）第44条に規定する停車及び駐車

を禁止する場所を除き、じん芥車の通行及び収集作業が安全かつ容易

にできる位置で、一般車両及び歩行者の通行に支障がない位置とする

こと。 

ウ 道路交通法（昭和35年法律第105号）第44条に規定する停車及び駐車

を禁止する場所を除き、じん芥車の通行及び収集作業が安全かつ容易

にできる位置で、一般車両及び歩行者の通行に支障がない位置とする

こと。 

エ 給排水設備を設けること。 エ 給排水設備を設けること。 

オ 当該共同住宅又は共同住宅の敷地内で収集作業に支障を生じない場

所に設置すること。 

オ 当該共同住宅又は共同住宅の敷地内で収集作業に支障を生じない場

所に設置すること。 

カ ごみの集積施設に収集曜日、分別方法等を記載した標示板を別に定

めるところにより設置すること。 

カ ごみの集積施設に収集曜日、分別方法等を記載した標示板を別に定

めるところにより設置すること。 

キ その他ごみ集積施設の構造等について必要な事項は、別に定めると

ころによること。 

キ その他ごみ集積施設の構造等について必要な事項は、別に定めると

ころによること。 

(２) 共同住宅の建築を目的とする開発事業（条例別表第１の６の項以外

の項に該当するものを除く。） 前号ア、ウ、エ、オ及びカに定めるも

のとすること。ただし、市長が特に認めるときは、この限りでない。 

(２) 共同住宅の建築を目的とする開発事業（条例別表第１の６の項以外

の項に該当するものを除く。） 前号ア、ウ、エ、オ及びカに定めるも

のとすること。ただし、市長が特に認めるときは、この限りでない。 

(３) 共同住宅以外の住宅の建築を目的とする開発事業 (３) 共同住宅以外の住宅の建築を目的とする開発事業 

ア 第１号アからウまで、カ及びキに定めるものとすること。 ア 第１号アからウまで、カ及びキに定めるものとすること。 

イ 当該住宅の立地状況を勘案し、概ね20戸につき１箇所の割合で設置

すること。 

イ 当該住宅の立地状況を勘案し、概ね20戸につき１箇所の割合で設置

すること。 

(４) 店舗、事務所等事業の用に供する建築物の建築を目的とする開発事

業 

(４) 店舗、事務所等事業の用に供する建築物の建築を目的とする開発事

業 

ごみの分別排出及び資源物の保管が可能な集積場所を確保すること。 ごみの分別排出及び資源物の保管が可能な集積場所を確保すること。 

（ごみ減量化設備の設置基準） （ごみ減量化設備の設置基準） 
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第34条の２ 条例第51条の２の規定により設置するごみ減量化設備は、次に

掲げるものとする。 

第34条の２ 条例第51条の２の規定により設置するごみ減量化設備は、次に

掲げるものとする。 

(１) 共用型生ごみ処理機（１日に発生する１戸当たりの生ごみの量を0.5

キログラムとみなした場合において、当該共同住宅において発生するす

べての生ごみを処理する能力を有するもの） 

(１) 共用型生ごみ処理機（１日に発生する１戸当たりの生ごみの量を0.5

キログラムとみなした場合において、当該共同住宅において発生するす

べての生ごみを処理する能力を有するもの） 

(２) ディスポーザー（鎌倉市下水道条例（昭和46年６月条例第２号）第

３条第３号ただし書の規定に基づき設置するもの） 

(２) ディスポーザー（鎌倉市下水道条例（昭和46年６月条例第２号）第

３条第３号ただし書の規定に基づき設置するもの） 

(３) その他市長が必要と認めるもの (３) その他市長が必要と認めるもの 

（防災資機材倉庫等の設置基準） （防災資機材倉庫等の設置基準） 

第35条 条例第52条第２項の規則で定める基準は、次の各号に掲げる開発事

業の区分に応じ、それぞれ当該各号に定めるとおりとする。 

第35条 条例第52条第２項の規則で定める基準は、次の各号に掲げる開発事

業の区分に応じ、それぞれ当該各号に定めるとおりとする。 

(１) 共同住宅の建築を目的とする開発事業 (１) 共同住宅の建築を目的とする開発事業 

ア 防災資機材を収納する施設（以下「防災資機材倉庫」という。）の

面積（内壁面で囲われた部分の面積とする。）は、次に掲げる区分に

応じ、それぞれ次に定める面積以上とすること。 

ア 防災資機材を収納する施設（以下「防災資機材倉庫」という。）の

面積（内壁面で囲われた部分の面積とする。）は、次に掲げる区分に

応じ、それぞれ次に定める面積以上とすること。 

(ア) 50戸以上100戸以下の場合 ４平方メートルに0.04平方メート

ルに当該戸数から50を減じて得た数を乗じて得た面積を加算した面

積 

(ア) 50戸以上100戸以下の場合 ４平方メートルに0.04平方メート

ルに当該戸数から50を減じて得た数を乗じて得た面積を加算した面

積 

(イ) 100戸を超える場合 ６平方メートルに0.015平方メートルに当

該戸数から100を減じて得た数を乗じて得た面積を加算した面積 

(イ) 100戸を超える場合 ６平方メートルに0.015平方メートルに当

該戸数から100を減じて得た数を乗じて得た面積を加算した面積 

イ 防災資機材倉庫は、利用者の利便を配慮した位置に配置し、他の施

設とは共用しないこと。 

イ 防災資機材倉庫は、利用者の利便を配慮した位置に配置し、他の施

設とは共用しないこと。 

ウ 開口部側の見やすい箇所に「防災資機材倉庫」と標記すること。 ウ 開口部側の見やすい箇所に「防災資機材倉庫」と標記すること。 

(２) 共同住宅以外の住宅の建築を目的とする開発事業 (２) 共同住宅以外の住宅の建築を目的とする開発事業 

ア 防災資機材倉庫の用に供する土地（以下「防災資機材倉庫用地」と

いう。）の面積は、次に掲げる区分に応じ、それぞれ次に定める面積

以上とすること。 

ア 防災資機材倉庫の用に供する土地（以下「防災資機材倉庫用地」と

いう。）の面積は、次に掲げる区分に応じ、それぞれ次に定める面積

以上とすること。 

(ア) 50戸以上100戸以下の場合 ４平方メートルに0.04平方メート (ア) 50戸以上100戸以下の場合 ４平方メートルに0.04平方メート
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ルに当該戸数から50を減じて得た数を乗じて得た面積を加算した面

積 

ルに当該戸数から50を減じて得た数を乗じて得た面積を加算した面

積 

(イ) 100戸を超える場合 ６平方メートルに0.015平方メートルに当

該戸数から100を減じて得た数を乗じて得た面積を加算した面積 

(イ) 100戸を超える場合 ６平方メートルに0.015平方メートルに当

該戸数から100を減じて得た数を乗じて得た面積を加算した面積 

イ 防災資機材倉庫用地は、道路及び街区の配置並びに地形等の状況を

勘案して、適切な位置に確保し、防災資機材倉庫の設置が容易な平坦

な土地であること。 

イ 防災資機材倉庫用地は、道路及び街区の配置並びに地形等の状況を

勘案して、適切な位置に確保し、防災資機材倉庫の設置が容易な平坦

な土地であること。 

ウ 防災資機材倉庫用地は、集会所の用に供する土地（以下「集会所用

地」という。）と一体のものとすること。 

ウ 防災資機材倉庫用地は、集会所の用に供する土地（以下「集会所用

地」という。）と一体のものとすること。 

（集会所等の設置基準） （集会所等の設置基準） 

第36条 条例第53条第２項の規則で定める基準は、次の各号に掲げる開発事

業の区分に応じ、それぞれ当該各号に定めるとおりとする。 

第36条 条例第53条第２項の規則で定める基準は、次の各号に掲げる開発事

業の区分に応じ、それぞれ当該各号に定めるとおりとする。 

(１) 共同住宅の建築を目的とする開発事業 (１) 共同住宅の建築を目的とする開発事業 

ア 集会所の面積は、0.7平方メートルに当該共同住宅の戸数を乗じて得

た面積（250平方メートルを超えるときは、250平方メートル）以上と

すること。 

ア 集会所の面積は、0.7平方メートルに当該共同住宅の戸数を乗じて得

た面積（250平方メートルを超えるときは、250平方メートル）以上と

すること。 

イ 集会所は、利用者の利便を配慮した位置に配置し、他の施設とは共

用しないこと。 

イ 集会所は、利用者の利便を配慮した位置に配置し、他の施設とは共

用しないこと。 

ウ 集会所に照明設備その他の電気設備を設けること。 ウ 集会所に照明設備その他の電気設備を設けること。 

(２) 共同住宅以外の住宅の建築を目的とする開発事業 (２) 共同住宅以外の住宅の建築を目的とする開発事業 

ア 集会所の用に供する土地（以下「集会所用地」という。）の面積は、

２平方メートルに当該戸数を乗じて得た面積（320平方メートルを超え

るときは、320平方メートル）以上とすること。 

ア 集会所の用に供する土地（以下「集会所用地」という。）の面積は、

２平方メートルに当該戸数を乗じて得た面積（320平方メートルを超え

るときは、320平方メートル）以上とすること。 

イ 集会所用地は、道路及び街区の配置並びに地形等の状況を勘案して、

適切な位置に確保し、集会所の建築が容易な形状であって平坦な土地

であること。 

イ 集会所用地は、道路及び街区の配置並びに地形等の状況を勘案して、

適切な位置に確保し、集会所の建築が容易な形状であって平坦な土地

であること。 

ウ 水道管、ガス管並びに雨水ます及び汚水ますを設けること。 ウ 水道管、ガス管並びに雨水ます及び汚水ますを設けること。 

（非常警報施設の設置基準） （非常警報施設の設置基準） 
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第37条 条例第54条第２項の規則で定める基準は、次に定めるとおりとする。 第37条 条例第54条第２項の規則で定める基準は、次に定めるとおりとする。 

(１) 非常警報施設は、半径250メートルの範囲内に１基設けること。ただ

し、当該事業区域内の地形、建築物等の配置を勘案し、市長が必要があ

ると認めるときはこれを増設するものとする。 

(１) 非常警報施設は、半径250メートルの範囲内に１基設けること。ただ

し、当該事業区域内の地形、建築物等の配置を勘案し、市長が必要があ

ると認めるときはこれを増設するものとする。 

(２) その他必要な事項は、別に定めるところによること。 (２) その他必要な事項は、別に定めるところによること。 

（ヘリコプター緊急離着陸場等の設置基準） （ヘリコプター緊急離着陸場等の設置基準） 

第38条 ヘリコプター緊急離着陸場等の設置を要する開発事業にあっては、

やむを得ない理由によりヘリコプター緊急離着陸場の設置が困難であると

市長が認めたときに限り、ヘリコプター緊急救助用スペースを設置するも

のとする。 

第38条 ヘリコプター緊急離着陸場等の設置を要する開発事業にあっては、

やむを得ない理由によりヘリコプター緊急離着陸場の設置が困難であると

市長が認めたときに限り、ヘリコプター緊急救助用スペースを設置するも

のとする。 

２ 条例第55条第２項の規則で定める基準は、次の各号に掲げる区分に応じ、

それぞれ当該各号に定めるとおりとする。 

２ 条例第55条第２項の規則で定める基準は、次の各号に掲げる区分に応じ、

それぞれ当該各号に定めるとおりとする。 

(１) ヘリコプター緊急離着陸場 (１) ヘリコプター緊急離着陸場 

ア ヘリコプター緊急離着陸場は、消防活動（資機材の搬出搬入及び要

救助者の救助、収容等の作業をいう。次号において同じ。）のために

必要な１辺が20メートル以上の空地とすること。この場合において、

要救助者の待避場所を設けたときは、当該空地の１辺は15メートル以

上とする。 

ア ヘリコプター緊急離着陸場は、消防活動（資機材の搬出搬入及び要

救助者の救助、収容等の作業をいう。次号において同じ。）のために

必要な１辺が20メートル以上の空地とすること。この場合において、

要救助者の待避場所を設けたときは、当該空地の１辺は15メートル以

上とする。 

イ ヘリコプター緊急離着陸場の進入区域の長さ及び幅並びに進入表面

の勾配及び転移表面の勾配は、別に定めるところによること。 

イ ヘリコプター緊急離着陸場の進入区域の長さ及び幅並びに進入表面

の勾配及び転移表面の勾配は、別に定めるところによること。 

ウ ヘリコプターの円滑な進入等の障害となる工作物等を設置しないこ

と。 

ウ ヘリコプターの円滑な進入等の障害となる工作物等を設置しないこ

と。 

エ ヘリコプターの進入方向、着地場所等を示す有効な表示を別に定め

るところにより施すこと。 

エ ヘリコプターの進入方向、着地場所等を示す有効な表示を別に定め

るところにより施すこと。 

(２) ヘリコプター緊急救助用スペース (２) ヘリコプター緊急救助用スペース 

ア ヘリコプターの緊急救助用スペースは、消防活動のために必要な１

辺が10メートル以上の空地を確保すること。 

ア ヘリコプターの緊急救助用スペースは、消防活動のために必要な１

辺が10メートル以上の空地を確保すること。 

イ ヘリコプター緊急救助用スペースの進入区域の長さ及び幅並びに進 イ ヘリコプター緊急救助用スペースの進入区域の長さ及び幅並びに進
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入表面の勾配及び転移表面の勾配は、別に定めるところによること。 入表面の勾配及び転移表面の勾配は、別に定めるところによること。 

ウ ヘリコプターの円滑な進入等の障害となる工作物等を設置しないこ

と。 

ウ ヘリコプターの円滑な進入等の障害となる工作物等を設置しないこ

と。 

エ ヘリコプターの進入方向、ホバリング場所等を示す有効な表示を別

に定めるところにより施すこと。 

エ ヘリコプターの進入方向、ホバリング場所等を示す有効な表示を別

に定めるところにより施すこと。 

３ 前項に定めるもののほか、ヘリコプター緊急離着陸場等の設置について

必要な事項は、別に定めるところによるものとする。 

３ 前項に定めるもののほか、ヘリコプター緊急離着陸場等の設置について

必要な事項は、別に定めるところによるものとする。 

（消火栓等の設置規模） （消火栓等の設置規模） 

第39条 条例第56条第１項第４号の規則で定める規模は、次の各号のいずれ

にも該当しないものとする。 

第39条 条例第56条第１項第４号の規則で定める規模は、次の各号のいずれ

にも該当しないものとする。 

(１) はしご付消防自動車（以下「はしご車」という。）の部署位置の階

数を１階とみなした場合において３階以下となる建築物の建築を目的と

する開発事業 

(１) はしご付消防自動車（以下「はしご車」という。）の部署位置の階

数を１階とみなした場合において３階以下となる建築物の建築を目的と

する開発事業 

(２) 事業区域の周囲の道路の幅員等の状況により、はしご車が到着でき

ない場所における開発事業 

(２) 事業区域の周囲の道路の幅員等の状況により、はしご車が到着でき

ない場所における開発事業 

２ 条例第56条第１項第５号の規則で定める規模は、次の各号のいずれかに

該当するものとする。 

２ 条例第56条第１項第５号の規則で定める規模は、次の各号のいずれかに

該当するものとする。 

(１) 事業区域の周囲の道路の幅員等の状況により、はしご車が到着でき

ない場所における開発事業 

(１) 事業区域の周囲の道路の幅員等の状況により、はしご車が到着でき

ない場所における開発事業 

(２) はしご車が避難上有効なバルコニーに架梯することができない建築

物の建築を目的とする開発事業 

(２) はしご車が避難上有効なバルコニーに架梯することができない建築

物の建築を目的とする開発事業 

３ 条例第56条第２項の規則で定める基準は、次の各号に掲げる設備等の区

分に応じ、それぞれ当該各号に定めるとおりとする。 

３ 条例第56条第２項の規則で定める基準は、次の各号に掲げる設備等の区

分に応じ、それぞれ当該各号に定めるとおりとする。 

(１) 消火栓 (１) 消火栓 

ア ポンプ車が水利部署可能な場所及び消防活動が容易な場所に設置す

ること。 

ア ポンプ車が水利部署可能な場所及び消防活動が容易な場所に設置す

ること。 

イ 道路等の勾配が５パーセント以上の場所には設置しないこと。ただ

し、消火栓の位置から５メートル以内に容易にポンプ車が水利部署可

イ 道路等の勾配が５パーセント以上の場所には設置しないこと。ただ

し、消火栓の位置から５メートル以内に容易にポンプ車が水利部署可
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能な勾配が５パーセント未満の場所がある場合は、この限りでない。 能な勾配が５パーセント未満の場所がある場合は、この限りでない。 

ウ その他必要な事項は、消防水利の基準（昭和39年消防庁告示第７号）

によるほか、別に定めるところによること。 

ウ その他必要な事項は、消防水利の基準（昭和39年消防庁告示第７号）

によるほか、別に定めるところによること。 

エ アからウまでの規定は、事業区域内に口径100ミリメートル以上の配

水管を布設しない場合又は既設の消火栓から半径100メートルの範囲

に当該区域をすべて包含できる場合は適用しないものであること。た

だし、周辺の水利状況及び地形等により、消防活動に支障をきたす場

合は、この限りでない。 

エ アからウまでの規定は、事業区域内に口径100ミリメートル以上の配

水管を布設しない場合又は既設の消火栓から半径100メートルの範囲

に当該区域をすべて包含できる場合は適用しないものであること。た

だし、周辺の水利状況及び地形等により、消防活動に支障をきたす場

合は、この限りでない。 

(２) 乾式連結送水管 (２) 乾式連結送水管 

ア 高台であること、階段が介在すること等により、消防水利からのホ

ース延長が困難な場所に設置するものであること。 

ア 高台であること、階段が介在すること等により、消防水利からのホ

ース延長が困難な場所に設置するものであること。 

イ 地上４階（避難階が地階にある場合は、避難階を地上１階とみなす。）

の建築物にはしご車が到着不能又は勾配が急であること等の理由で架

梯できない場合で別に定めるときに設置するものであること。ただし、

建築物が小規模である等消防活動上の支障がないと市長が認めたとき

は、この限りでない。 

イ 地上４階（避難階が地階にある場合は、避難階を地上１階とみなす。）

の建築物にはしご車が到着不能又は勾配が急であること等の理由で架

梯できない場合で別に定めるときに設置するものであること。ただし、

建築物が小規模である等消防活動上の支障がないと市長が認めたとき

は、この限りでない。 

ウ 地上５階（避難階が地階にある場合は、避難階を地上１階とみなす。）

以上の建築物に設置するものであること。 

ウ 地上５階（避難階が地階にある場合は、避難階を地上１階とみなす。）

以上の建築物に設置するものであること。 

エ その他必要な事項は、別に定めるところによること。 エ その他必要な事項は、別に定めるところによること。 

(３) 街頭消火器 (３) 街頭消火器 

ア 事業区域の前面道路（当該事業区域に接する部分に限る。）及び事

業区域内に設置される道路に沿って延長距離が80メートル以内の間隔

で設置すること。ただし、当該前面道路又はこれに接続する道路の延

長距離で80メートル以内に街頭消火器が既に設置されている場合は、

この限りでない。 

ア 事業区域の前面道路（当該事業区域に接する部分に限る。）及び事

業区域内に設置される道路に沿って延長距離が80メートル以内の間隔

で設置すること。ただし、当該前面道路又はこれに接続する道路の延

長距離で80メートル以内に街頭消火器が既に設置されている場合は、

この限りでない。 

イ その他必要な事項は、別に定めるところによること。 イ その他必要な事項は、別に定めるところによること。 

(４) 消防活動空地 (４) 消防活動空地 

ア 消防活動空地は、はしご車が支障なく到着し、建築物に安全に架梯 ア 消防活動空地は、はしご車が支障なく到着し、建築物に安全に架梯
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可能な場所に設置すること。 可能な場所に設置すること。 

イ 消防活動空地は、幅６メートル以上、かつ、長さ12メートル以上と

すること。 

イ 消防活動空地は、幅６メートル以上、かつ、長さ12メートル以上と

すること。 

ウ 消防活動空地における勾配は、６パーセント以下とすること。 ウ 消防活動空地における勾配は、６パーセント以下とすること。 

エ 消防活動空地の設置が当該事業区域に接する道路部分を含むことに

よりアからウまでの要件を満たす場合は、当該消防活動空地は当該事

業区域内に設置されたものとみなす。 

エ 消防活動空地の設置が当該事業区域に接する道路部分を含むことに

よりアからウまでの要件を満たす場合は、当該消防活動空地は当該事

業区域内に設置されたものとみなす。 

オ その他必要な事項は、別に定めるところによること。 オ その他必要な事項は、別に定めるところによること。 

(５) 避難バルコニー等 (５) 避難バルコニー等 

ア ４階以上の建築物に避難上有効なバルコニー又は開口部を設置する

こと。 

ア ４階以上の建築物に避難上有効なバルコニー又は開口部を設置する

こと。 

イ バルコニーは連続させ、屋外階段に接するもの又はこれと同等以上

の効力を有するものを設置すること。 

イ バルコニーは連続させ、屋外階段に接するもの又はこれと同等以上

の効力を有するものを設置すること。 

（その他の公益的施設の設置基準） （その他の公益的施設の設置基準） 

第40条 条例第57条の規則で定める基準は、次の各号に掲げる公益的施設の

区分に応じ、それぞれ当該各号に定めるとおりとする。 

第40条 条例第57条の規則で定める基準は、次の各号に掲げる公益的施設の

区分に応じ、それぞれ当該各号に定めるとおりとする。 

(１) 防犯灯 (１) 防犯灯 

ア 周辺の自治会又は町内会等と協議の上、事業区域内に設置する道路

及び事業区域が接する道路30メートルにつき１灯以上を基準に設置す

ること。 

ア 周辺の自治会又は町内会等と協議の上、事業区域内に設置する道路

及び事業区域が接する道路30メートルにつき１灯以上を基準に設置す

ること。 

イ 防犯灯の規格は、別に定めるところによること。 イ 防犯灯の規格は、別に定めるところによること。 

(２) 広報板 (２) 広報板 

ア 広報板の設置を必要とする開発事業の規模は、戸建住宅50戸以上と

する。 

ア 広報板の設置を必要とする開発事業の規模は、戸建住宅50戸以上と

する。 

イ 道路に面した位置に設置すること。 イ 道路に面した位置に設置すること。 

ウ 広報板の形状、規模等は、別に定めるところによること。 ウ 広報板の形状、規模等は、別に定めるところによること。 

２ 事業区域及びその周辺地域における防犯灯及び広報板の整備状況によ

り、その設置の必要がないと認めるときは、前項の規定は適用しない。 

２ 事業区域及びその周辺地域における防犯灯及び広報板の整備状況によ

り、その設置の必要がないと認めるときは、前項の規定は適用しない。 
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（環境整備への協力） （環境整備への協力） 

第41条 条例第60条第１項の規定による環境資源の提供は、次の各号のいず

れかに該当するもの（条例第51条の２の規定によりごみ減量化設備を設置

するものにあっては、第２号を除く。）を提供することとする。 

第41条 条例第60条第１項の規定による環境資源の提供は、次の各号のいず

れかに該当するもの（条例第51条の２の規定によりごみ減量化設備を設置

するものにあっては、第２号を除く。）を提供することとする。 

(１) 高木を配置した空間の供出 (１) 高木を配置した空間の供出 

事業区域内の象徴的な樹木としての統一を図った高さが3.5メートル

以上の樹木１本（戸数（住宅の建替え又は増改築を行う場合にあっては、

当該建替え等に係る住宅の戸数から既存の戸数を減じて得た数をいう。

この号において同じ。）が６を超える場合にあっては戸数から５を減じ

た数。ただし、事業区域内に残存させる健全な高木が存する場合又は3.5

メートル以上の高木を植栽する場合は、市長が指示する本数）以上を植

栽することにより、まとまりのある景観を形成するものであること。こ

の場合において、当該樹木は、条例別表第４、別表第６及び別表第７の

規定により緑化率を適用する場合の緑化地に含めないものとし、植栽の

時期は、樹木の種類を勘案し市長が指示するものとする。 

事業区域内の象徴的な樹木としての統一を図った高さが3.5メートル

以上の樹木１本（戸数（住宅の建替え又は増改築を行う場合にあっては、

当該建替え等に係る住宅の戸数から既存の戸数を減じて得た数をいう。

この号において同じ。）が６を超える場合にあっては戸数から５を減じ

た数。ただし、事業区域内に残存させる健全な高木が存する場合又は3.5

メートル以上の高木を植栽する場合は、市長が指示する本数）以上を植

栽することにより、まとまりのある景観を形成するものであること。こ

の場合において、当該樹木は、条例別表第４の規定により緑化率を適用

する場合の緑化地に含めないものとし、植栽の時期は、樹木の種類を勘

案し市長が指示するものとする。 

(２) 共同住宅における生ごみ処理機等の設置 (２) 共同住宅における生ごみ処理機等の設置 

ア 共用型生ごみ処理機（ウに掲げるディスポーザー等を除く。）を設

置する場合は、１日に発生する１戸当たりの生ごみの量を0.5キログラ

ムとみなし、当該共同住宅において発生するすべての生ごみを処理す

る能力を有する電動型のものを設置すること。 

ア 共用型生ごみ処理機（ウに掲げるディスポーザー等を除く。）を設

置する場合は、１日に発生する１戸当たりの生ごみの量を0.5キログラ

ムとみなし、当該共同住宅において発生するすべての生ごみを処理す

る能力を有する電動型のものを設置すること。 

イ 共用型以外の生ごみ処理機を設置する場合は、１日に0.5キログラム

以上の生ごみを処理する能力を有する電動型のものを全戸に設置する

こと。 

イ 共用型以外の生ごみ処理機を設置する場合は、１日に0.5キログラム

以上の生ごみを処理する能力を有する電動型のものを全戸に設置する

こと。 

ウ ディスポーザー等を設置する場合は、鎌倉市下水道条例（昭和46年

６月条例第２号）第３条第３号ただし書の規定に基づき設置すること。 

ウ ディスポーザー等を設置する場合は、鎌倉市下水道条例（昭和46年

６月条例第２号）第３条第３号ただし書の規定に基づき設置すること。 

(３) 共同住宅における太陽光発電設備等の設置 (３) 共同住宅における太陽光発電設備等の設置 

ア 太陽光発電設備を設置する場合は、定格出力３キロワット以上の能

力を有するものを設置すること。この場合において、共同住宅の戸数

ア 太陽光発電設備を設置する場合は、定格出力３キロワット以上の能

力を有するものを設置すること。この場合において、共同住宅の戸数



39/46 

改正前 改正後 

が25戸を超える場合は、10戸増すごとに定格出力１キロワットを加え

た能力を有するものとすること。 

が25戸を超える場合は、10戸増すごとに定格出力１キロワットを加え

た能力を有するものとすること。 

イ 太陽光発電設備以外の設備を設置する場合は、再生可能エネルギー

等による発電設備で、環境負荷低減等の観点から設置を促進する必要

性の高い設備を設置すること。 

イ 太陽光発電設備以外の設備を設置する場合は、再生可能エネルギー

等による発電設備で、環境負荷低減等の観点から設置を促進する必要

性の高い設備を設置すること。 

(４) 電線、電話線等の地中化の措置 (４) 電線、電話線等の地中化の措置 

電線、電話線等の地中化の措置は、当該事業区域内に設置するすべて

の道路において行うものであること。 

電線、電話線等の地中化の措置は、当該事業区域内に設置するすべて

の道路において行うものであること。 

(５) その他市長が必要と認めるもの (５) その他市長が必要と認めるもの 

（工事の届出） （工事の届出） 

第42条 条例第64条第１項の規定による開発事業に関する工事に着手したと

きの届出は、開発事業工事着手届出書（第18号様式）により行うものとす

る。 

第42条 条例第64条第１項の規定による開発事業に関する工事に着手したと

きの届出は、開発事業工事着手届出書（第19号様式）により行うものとす

る。 

２ 条例第64条第２項の規定による開発事業に関する工事が完了したときの

届出は、開発事業工事完了届出書（第19号様式）により行うものとする。 

２ 条例第64条第２項の規定による開発事業に関する工事が完了したときの

届出は、開発事業工事完了届出書（第20号様式）により行うものとする。 

（工事の中断又は廃止の届出） （工事の中断又は廃止の届出） 

第43条 条例第65条第２項の規定による開発事業に関する工事の中断又は廃

止をしたときの届出は、開発事業工事中断等届出書（第20号様式）により

行うものとする。 

第43条 条例第65条第２項の規定による開発事業に関する工事の中断又は廃

止をしたときの届出は、開発事業工事中断等届出書（第21号様式）により

行うものとする。 

（工事の検査等） （工事の検査等） 

第44条 条例第66条第１項に規定する中間検査は、開発事業に関する工事が

完了する前に実施することが必要であると市長が認める工事について行う

ものとする。 

第44条 条例第66条第１項に規定する中間検査は、開発事業に関する工事が

完了する前に実施することが必要であると市長が認める工事について行う

ものとする。 

２ 開発事業者は、条例第66条第１項の規定による完了検査を受けるに際し、

開発事業工事完了検査申出書（第21号様式）を市長に提出しなければなら

ない。 

２ 開発事業者は、条例第66条第１項の規定による完了検査を受けるに際し、

開発事業工事完了検査申出書（第22号様式）を市長に提出しなければなら

ない。 

３ 条例第66条第２項の規定による完了検査が終了した旨の通知書の交付は

完了検査通知書（第22号様式）により、是正すべき内容を記載した通知書

３ 条例第66条第２項の規定による完了検査が終了した旨の通知書の交付は

完了検査通知書（第23号様式）により、是正すべき内容を記載した通知書
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の交付は完了検査結果是正通知書（第23号様式）により行うものとする。 の交付は完了検査結果是正通知書（第24号様式）により行うものとする。 

（敷地の分割） （敷地の分割） 

第44条の２ 条例第67条の２に規定する敷地の分割とは、敷地所有権の一部

を第三者に譲渡する等、建築物の敷地の面積を減少させる行為をいうもの

とする。 

第44条の２ 条例第67条の２に規定する敷地の分割とは、敷地所有権の一部

を第三者に譲渡する等、建築物の敷地の面積を減少させる行為をいうもの

とする。 

（適用除外） （適用除外） 

第45条 条例第71条第１項第９号の規則で定めるものは、次に定める開発事

業とする。ただし、建築行為（建築基準法（昭和25年法律第201号）第２条

第13号に規定する建築をいう。）で周辺に著しい影響を与えると市長が認

めるものとして鎌倉市都市計画審議会条例（平成11年12月条例第14号）第

１条の規定により設置された鎌倉市都市計画審議会に諮問を要する規模の

開発事業を除く。 

第45条 条例第71条第１項第12号の規則で定めるものは、次に定める開発事

業とする。ただし、建築行為（建築基準法（昭和25年法律第201号）第２条

第13号に規定する建築をいう。）で周辺に著しい影響を与えると市長が認

めるものとして鎌倉市都市計画審議会条例（平成11年12月条例第14号）第

１条の規定により設置された鎌倉市都市計画審議会に諮問を要する規模の

開発事業を除く。 

(１) 開発事業に係る建築物（斜面地建築物を除く。）の延べ面積が当該

事業区域の面積の50分の１以下の建築。ただし、当該建築物の延べ面積

が165平方メートル未満又は建築面積が500平方メートル未満の建築に限

る。 

(１) 開発事業に係る建築物（斜面地建築物を除く。）の延べ面積が当該

事業区域の面積の50分の１以下の建築。ただし、当該建築物の延べ面積

が165平方メートル未満又は建築面積が500平方メートル未満の建築に限

る。 

(２) 斜面地建築物の建築で当該斜面建築物の延べ床面積が100平方メー

トル以下のもの 

(２) 斜面地建築物の建築で当該斜面建築物の延べ床面積が100平方メー

トル以下のもの 

(３) 建築物の一部の増築（既存の建築物の床面積を増加させることをい

う。）又は改築（従前の建築物の全部又は一部を除去し、建て直すこと

をいう。ただし、次号の建替えを除く。）を目的とする開発事業で次の

要件を満たすもの 

(３) 建築物の一部の増築（既存の建築物の床面積を増加させることをい

う。）又は改築（従前の建築物の全部又は一部を除去し、建て直すこと

をいう。ただし、次号の建替えを除く。）を目的とする開発事業で次の

要件を満たすもの 

ア 法第29条の許可を要しないものであること。 ア 法第29条の許可を要しないものであること。 

イ 既存の建築物と用途不可分な建築物の建築であること。 イ 既存の建築物と用途不可分な建築物の建築であること。 

ウ 建築後の同一敷地内のすべての建築物（以下「建築後の建築物」と

いう。）の延べ面積が従前の同一敷地内のすべての建築物（以下「建

築前の建築物」という。）の延べ面積の1.2倍を超えないこと。 

ウ 建築後の同一敷地内のすべての建築物（以下「建築後の建築物」と

いう。）の延べ面積が従前の同一敷地内のすべての建築物（以下「建

築前の建築物」という。）の延べ面積の1.2倍を超えないこと。 

エ 当該建築物の建築面積が500平方メートル未満の建築に限る。ただ エ 当該建築物の建築面積が500平方メートル未満の建築に限る。ただ
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し、当該建築物の建築に際し、公共施設の整備が必要ないものについ

ては、この限りでない。 

し、当該建築物の建築に際し、公共施設の整備が必要ないものについ

ては、この限りでない。 

(４) 建築物の建替え（従前の建築物の全部又は一部を除去し、現在の居

住又は利用を継続することを目的として建て直すことをいう。以下同

じ。）を目的とする開発事業で次の要件を満たすもの 

(４) 建築物の建替え（従前の建築物の全部又は一部を除去し、現在の居

住又は利用を継続することを目的として建て直すことをいう。以下同

じ。）を目的とする開発事業で次の要件を満たすもの 

ア 法第29条の許可を要しないものであること。 ア 法第29条の許可を要しないものであること。 

イ 建替え後の建築物（以下「新建築物」という。）の用途が建替え前

の建築物（以下「旧建築物」という。）の用途と同一であること。 

イ 建替え後の建築物（以下「新建築物」という。）の用途が建替え前

の建築物（以下「旧建築物」という。）の用途と同一であること。 

ウ 建築後の建築物の延べ面積が建築前の建築物の延べ面積の1.2倍を

超えないこと。 

ウ 建築後の建築物の延べ面積が建築前の建築物の延べ面積の1.2倍を

超えないこと。 

エ 当該建築物の建築の着手が旧建築物の取り壊し後５年以内であるこ

と。 

エ 当該建築物の建築の着手が旧建築物の取り壊し後５年以内であるこ

と。 

オ 当該開発事業者が旧建築物の所有者と同一であること。ただし、当

該開発事業者が旧建築物の所有権について相続等一般承継の対象とな

る者である場合は、この限りでない。 

オ 当該開発事業者が旧建築物の所有者と同一であること。ただし、当

該開発事業者が旧建築物の所有権について相続等一般承継の対象とな

る者である場合は、この限りでない。 

カ 旧建築物の敷地内に公共施設がある場合は、建替えに併せて同等の

ものが整備されること。 

カ 旧建築物の敷地内に公共施設がある場合は、建替えに併せて同等の

ものが整備されること。 

（事業の廃止） （事業の廃止） 

第46条 条例第72条第１項の規定による開発事業の廃止の届出は、開発事業

廃止届出書（第24号様式）により行うものとする。 

第46条 条例第72条第１項の規定による開発事業の廃止の届出は、開発事業

廃止届出書（第25号様式）により行うものとする。 

２ 市長は、条例第72条第２項の規定により開発事業の廃止をしようとする

ときは、当該開発事業者等にその旨を通知するものとする。ただし、所在

地不明その他の理由により当該通知ができないときは、14日間市の掲示場

にその旨を掲示することにより通知に代えることができる。 

２ 市長は、条例第72条第２項の規定により開発事業の廃止をしようとする

ときは、当該開発事業者等にその旨を通知するものとする。ただし、所在

地不明その他の理由により当該通知ができないときは、14日間市の掲示場

にその旨を掲示することにより通知に代えることができる。 

（地位の承継） （地位の承継） 

第47条 条例第73条第２項の規定により開発事業の計画の承継についての市

長の承認を受けようとする者は、開発事業地位承継申請書（第25号様式）

により市長に申請しなければならない。 

第47条 条例第73条第２項の規定により開発事業の計画の承継についての市

長の承認を受けようとする者は、開発事業地位承継申請書（第26号様式）

により市長に申請しなければならない。 
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２ 市長は、前項に規定する申請があったときは、その内容を審査し、開発

事業地位承継通知書（第26号様式）により当該申請をした者に通知するも

のとする。 

２ 市長は、前項に規定する申請があったときは、その内容を審査し、開発

事業地位承継通知書（第27号様式）により当該申請をした者に通知するも

のとする。 

（証明書） （証明書） 

第48条 条例第77条第２項の証明書は、立入検査等をする職員の携帯する身

分を示す証明書（第27号様式）とする。 

第48条 条例第77条第２項の証明書は、立入検査等をする職員の携帯する身

分を示す証明書（第28号様式）とする。 

（公表） （公表） 

第49条 条例第78条第１項の規則で定める事項は、次に掲げるものとする。 第49条 条例第78条第１項の規則で定める事項は、次に掲げるものとする。 

(１) 開発事業の概要 (１) 開発事業の概要 

(２) 指導等の経緯 (２) 指導等の経緯 

 （意見陳述の機会の付与） 

 第49条の２ 条例第78条第２項に規定する意見陳述は、市長が口頭でするこ

とを認めたときを除き、意見等表明書（第29号様式）を市長に提出して行

わなければならない。 

 ２ 市長は、条例第78条第２項の規定により意見陳述の機会を与えるときは、

意見等表明書の提出期限（口頭による意見陳述の機会の付与を行う場合に

は、その日時）までに相当な期間をおいて、次に掲げる事項を書面により

通知するものとする。 

 (１) 公表しようとする内容 

 (２) 公表の根拠となる条例等の条項 

 (３) 公表の原因となる事実 

 (４) 意見等表明書の提出先及び提出期限（口頭による意見陳述の機会の

付与を行う場合には、その旨並びに出頭すべき日時及び場所） 

 ３ 口頭により意見陳述を行うときは、市長が指定する職員が聴取し、その

陳述の要旨を記載した調書を作成するものとする。 

 ４ 第２項の規定による通知を受けた者又はその代理人は、やむを得ない事

情がある場合には、市長に対し、意見等表明書の提出期限の延長又は出頭

すべき日時若しくは場所の変更を申し出ることができる。 
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 ５ 市長は、前項の規定による申出により、又は職権で、意見等表明書の提

出期限を延長し、又は出頭すべき日時若しくは場所を変更することができ

る。 

 ６ 代理人は、その代理権を証する書面を、意見等表明書の提出期限又は出

頭すべき日時（第４項の規定による申出を行う場合には、当該申出を行う

とき）までに、市長に提出しなければならない。 

 ７ 市長は、条例第78条第１項各号のいずれかに該当する者又はその代理人

が正当な理由なく意見等表明書の提出期限内に意見表明書を提出せず、又

は口頭による意見陳述をしなかったときは、意見陳述の機会を放棄したも

のとみなす。 

（中高層共同住宅の戸数の特例） （中高層共同住宅の戸数の特例） 

第50条 条例別表第11の規則で定める戸数は、10,000平方メートルに地区計

画等により定められた容積率（近隣商業地域で容積率が300パーセントの地

域にあっては当該容積率及び0.933、商業地域で容積率が400パーセントの

地域にあっては当該容積率及び0.7、商業地域で容積率が600パーセントの

地域（高度利用地区を除く。）にあっては当該容積率及び0.467）を乗じ、

これを82.5平方メートルで除して得た数（５未満の端数が生じた場合は、

これを切り捨てた数）とする。 

第50条 条例別表第９の規則で定める戸数は、10,000平方メートルに地区計

画等により定められた容積率（近隣商業地域で容積率が300パーセントの地

域にあっては当該容積率及び0.933、商業地域で容積率が400パーセントの

地域にあっては当該容積率及び0.7、商業地域で容積率が600パーセントの

地域（高度利用地区を除く。）にあっては当該容積率及び0.467）を乗じ、

これを82.5平方メートルで除して得た数（５未満の端数が生じた場合は、

これを切り捨てた数）とする。 

（現況幅員とすることができる道路）  

第50条の２ 条例別表第15備考第２の規則で定める道は、別に定めるものと

する。 

【削除】 

（公園整備協力金の額の算定の特例）  

第51条 事業区域が条例別表第16公園整備協力金の項金額欄に掲げる地域の

２以上にわたるときの公園整備協力金の額は、同項の規定に基づき市長が

告示する単価の低い地域の順に、当該事業区域に属するそれぞれの地域の

面積を当該公園の設置に代える面積に達するまで、それぞれの地域ごとに

定められた単価に乗じて得た額とする。 

【削除】 

別図（第29条の２） 道路幅員 【削除】 
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 (１) Ｕ型側溝の場合 (２) Ｌ型側溝の場合      

 

 
 

     

 備考 隣接地が歩道である場合は、

（注） 道路幅員による。 

    

 (３) 現場打ちＬ型側溝の場合 (４) 道路が隣接地より低い場合      

 

 
 

     

 (５) 道路が隣接地より高い場

合 
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付録第１（第31条） 付録第１（第31条） 

合理式公式 合理式公式 

Ｑ＝１／360×Ｃ×Ｉ×Ａ Ｑ＝１／360×Ｃ×Ｉ×Ａ 

Ｉ＝5600／（ｔ＋38） Ｉ＝5600／（ｔ＋38） 

これらの式において、Ｑ、Ｃ、Ｉ、Ａ及びｔは、それぞれ次に定めるも

のを表すものとする。 

これらの式において、Ｑ、Ｃ、Ｉ、Ａ及びｔは、それぞれ次に定めるも

のを表すものとする。 

Ｑ 最大流出量（単位 １秒につき立方メートル） Ｑ 最大流出量（単位 １秒につき立方メートル） 

Ｃ 流出係数 Ｃ 流出係数 

Ｉ 降雨強度（単位 １時間につきミリメートル） Ｉ 降雨強度（単位 １時間につきミリメートル） 

Ａ 排水面積（単位 ヘクタール） Ａ 排水面積（単位 ヘクタール） 

ｔ 降雨継続時間 流入時間及び流下時間を合算した時間（単位 分） ｔ 降雨継続時間 流入時間及び流下時間を合算した時間（単位 分） 

付録第２（第31条） 付録第２（第31条） 

マニング公式 マニング公式 

Ｑ＝Ａ×Ｖ Ｑ＝Ａ×Ｖ 

Ｖ＝（１／ｎ）×Ｒ２／３×Ｉ１／２ Ｖ＝（１／ｎ）×Ｒ２／３×Ｉ１／２ 

これらの式において、Ｑ、Ａ、Ｖ、Ｒ、ｎ及びＩは、それぞれ次に定め

るものを表すものとする。なお、粗度係数は、管きょの種別に応じて

市長が別に定めるものとする。 

これらの式において、Ｑ、Ａ、Ｖ、Ｒ、ｎ及びＩは、それぞれ次に定め

るものを表すものとする。なお、粗度係数は、管きょの種別に応じて

市長が別に定めるものとする。 
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Ｑ 流量（単位 １秒につき立方メートル） Ｑ 流量（単位 １秒につき立方メートル） 

Ａ 流水断面積（単位 平方メートル） Ａ 流水断面積（単位 平方メートル） 

Ｖ 流速（単位 １秒につきメートル） Ｖ 流速（単位 １秒につきメートル） 

ｎ 粗度係数 ｎ 粗度係数 

Ｒ 径深 流水の断面積をその潤辺長で除した数値 Ｒ 径深 流水の断面積をその潤辺長で除した数値 

Ｉ 勾配 Ｉ 勾配 

 


